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民  生  常  任  委  員  会  記  録  

 

１．会議日時  

  平成２９年３月９日（木） 午前９時５９分 開会  

               午後５時１２分 散会  

１．場所  

  ３０１会議室  

 

１．出席委員  

  委 員 長 上 村 高 義  副委員長 増永和起  委  員 藤浦雅彦  

   委 員  嶋野浩一朗   委  員 森西 正  

 

１．欠席委員  

  なし  

 

１．説明のため出席した者  

  市 長 森山一 正         副市長 奥 村 良 夫   

市民生活部長 登 阪  弘  同部次長 山田雅也   

同部参事兼産業振興課長 池上  彰  

自治振興課長 早川  茂  市民活動支援課長 谷内田 修  

市民課長 川 本 勝 也  文化スポーツ課長 妹 尾 紀 子 

農業委員会事務局長 辻  稔秀  

  環境部長 北 野 人 士  同部次長兼環境業務課長 野村眞 二  

  同部参事兼環境センター長 鈴 木 康 之 

環境政策課長 三浦佳明  

保健福祉部長 堤  守  同部理事 平井貴志  

同部参事兼生活支援課長 東澗順 二   

  保健福祉課長 丹 羽 和 人  同課参事 川 口 敦 子 

  高齢介護課長 吉 田 量 治  障害福祉課長 森 川  護     

  国保年金課長 安 田 信 吾 

 

１．出席した議会事務局職員  

  事務局長 藤井智 哉  同局書記 坂 本 敦 志 
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１．審査案件（審査順）  

議案第 １号  平成２９年度摂津市一般会計予算所管分     

議案第 ９号  平成２８年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管  

   分  

議案第 ６号  平成２９年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別

   会計予算       

議案第 ４号  平成２９年度摂津市国民健康保険特別会計予算  

議案第１１号  平成２８年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算 

   （第３号）  

議案第２５号  摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の

   件  

議案第２９号  摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の

   件  

 議案第 ８号  平成２９年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算  

 議案第 ７号  平成２９年度摂津市介護保険特別会計予算  

 議案第１４号  平成２８年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４

  号）  

 議案第２６号  摂津市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件  

 議案第２７号  摂津市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介

   護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

   基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件  

 議案第１９号  摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制  

   定の件所管分  

 議案第２４号  摂津市文化振興条例の一部を改正する条例制定の件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－3－ 

 

（午前９時５９分 開会） 

○上村高義委員長 おはようございます。 

 ただいまから民生常任委員会を開会し

ます。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 本日は、代表質問に引き続いて委員会を

お持ちいただきまして、大変ありがとうご

ざいます。 

 本日は、過日の本会議で当委員会に付託

されました１４件の議案について、ご審査

をいただくことになりますが、何とぞ慎重

審査の上、ご可決いただきますようよろし

くお願いいたします。 

 一旦退席させていただきます。 

○上村高義委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、藤浦委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付してます案のとおり行うことに異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時   休憩） 

（午前１０時１分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。本２件のうち議案第

９号所管分については、補足説明を省略し、

議案第１号所管分について、補足説明を求

めます。 

 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 それでは、議案第１号、

平成２９年度摂津市一般会計歳入歳出予

算のうち保健福祉部が所管いたしており

ます事項につきまして、目を追ってその主

なものについて、補足説明をさせていただ

きます。 

 まず、歳入でございますが、２８ページ、

款１２分担金及び負担金、項１負担金、目

１民生費負担金のうち、保健福祉部に係り

ますものは、介護給付費利用者負担金など

で、前年度に比べ１％、３０７万４，００

０円の増となっております。 

 ３４ページ、款１４国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金は、生活

保護費や障害者自立支援給付費などの負

担金が主なものとなっており、前年度に比

べ１．６％、４，８３８万円の増となって

おります。 

 ３６ページ、目２衛生費国庫負担金は、

養育医療費負担金で前年度と同額でござ

います。項２国庫補助金、目２民生費国庫

補助金のうち保健福祉部に係りますもの

は、社会福祉費補助金、生活保護費補助金

と障害福祉費補助金で、前年度に比べ２．

２％、９３万円の増となっております。 

 ３８ページ、目３衛生費国庫補助金は、

がん検診推進事業補助金で前年度に比べ

６１．７％、２８万４，０００円の減とな

っております。これは補助対象の見直しに

よるものでございます。 

 ４０ページ、項３委託金、目２民生費委

託金は、国民年金事務費に係る委託金など

で、前年度に比べ９．２％、２１１万９，

０００円の増となっております。 

 款１５府支出金、項１府負担金、目１民

生費府負担金は、国民健康保険及び後期高

齢者医療保険の基盤安定負担金、障害者自

立支援給付費等負担金が主なものとなっ

ており、前年度に比べ１．６％、１，３５
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５万８，０００円の増となっております。

これは障害者自立支援給付費等負担金の

増などによるものでございます。 

 ４２ページ、目２衛生費府負担金は、養

育医療費負担金で前年度同額でございま

す。目３災害弔慰金府負担金は、前年度と

同額でございます。項２府補助金、目２民

生費府補助金は老人医療費補助金などが

主なもので、前年度に比べ１．７％、３５

２万１，０００円の増となっております。 

 ４４ページ、目３衛生費府補助金は前年

度に比べ０．６％、３万１，０００円の増

となっております。 

５２ページ、款１９諸収入、項３貸付金元

利収入、目４三次救命救急センター貸付金

元利収入は、前年度に比べ２１％、４０８

万５，０００円の減でございます。 

 ５４ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち、保健福祉部に係りますも

のは、５６ページの保健福祉課、生活支援

課、高齢介護課、障害福祉課及び国保年金

課分で、各種検診自己負担金、予防接種自

己負担金、生活保護法に係る返還金及び徴

収金や一部負担金相当額等一部助成返還

金などでございます。 

 ５８ページ、款２０市債、項１市債、目

２民生債は前年度に比べ９４．９％、６，

４６０万円の減でございます。これはデイ

ハウスました建替事業債の減によるもの

でございます。 

 続きまして、歳出でございますが、１０

２ページから１０４ページの款３民生費、

項１社会福祉費、目１社会福祉総務費は事

務の執行に係る経費のほか、広域連合医療

給付費等負担金などの負担金、国民健康保

険などの特別会計の操出金が主なもので、

人件費事業を除き、前年度に比べ１．２％、

３，６３５万６，０００円の増となってお

ります。これは広域連合医療給付等負担金

や介護保険特別会計操出金の増などによ

るものでございます。 

 目２老人福祉費は、高齢者の福祉サービ

スに係る経費で、敬老金の増などにより、

前年度に比べ４．２％、８１１万１，００

０円の増となっております。 

 １０６ページ、目３国民年金総務費と１

０８ページ、目４国民年金事務費は国民年

金事務に係る経常経費で国民年金事務費

は国民年金システム改修委託料の増によ

り、前年度に比べ２３９．８％、１４０万

３，０００円の増となっております。 

 目５老人医療助成費は、老人医療費の増

により前年度に比べ４．２％、７７０万８，

０００円の増となっております。 

 目６障害者医療助成費は、前年度に比べ

１．９％、２４０万６，０００円減となっ

ております。 

 目７障害福祉費は、障害者に係る福祉サ

ービスや指定管理料が主なもので、障害福

祉サービス費等給付費などの扶助費の増

により、前年度に比べ５％、１億３５４万

６，０００円の増となっております。 

 １１０ページからの項２児童福祉費、目

１児童福祉総務費のうち保健福祉部に係

りますものは１１４ページの助産施設運

営費負担金で、前年度と同額でございます。 

 １１８ページ、項３生活保護費、目１生

活保護総務費は、人件費事業を除き前年度

に比べ４２．６％、１，５０６万６，００

０円の減となっております。これは生活保

護システム保守委託料などの減によるも

のです。 

 １２０ページ、目２扶助費は前年度と同

額でございます。 

 項４災害救助費、目１災害救助費は災害

弔慰金などでございます。 
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 款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健

衛生総務費は人件費を除き保健福祉部に

係りますものは、前年度に比べ３．２％、

６０３万９，０００円の減となっておりま

す。これは三島救命救急センターの負担金

の減などによるものでございます。 

 １２２ページ、目２予防費は前年度に比

べ１３％、５，６０３万７，０００円の増

となっております。これは各種予防接種委

託料や負担金、ピロリ菌検査委託料の増な

どによるものでございます。 

 １２４ページ、目３環境衛生費のうち保

健福祉部に係りますものは、１２６ページ

の検査委託料で前年度と同額でございま

す。 

 １９２ページ、款１１諸支出金、項１災

害援護資金貸付金、目１災害援護資金貸付

金は、前年度同額でございます。 

 以上、保健福祉部が所管いたしておりま

す、平成２９年度一般会計歳入歳出予算に

ついての補足説明とさせていただきます。 

○上村高義委員長 登阪市民生活部長。 

○登阪市民生活部長 議案第１号、平成２

９年度摂津市一般会計予算のうち市民生

活部にかかわる主な事項につきまして、補

足説明をさせていただきます。 

 まず歳入でございます。 

 ２８ページ、款１３使用料及び手数料、

項１使用料、目１総務使用料のうち市民生

活部に係るものは、コミュニティプラザ使

用料やテニスコートなど、スポーツ施設に

係る使用料などでございます。 

 ３０ページ、目３衛生使用料のうち市民

生活部に係るものは斎場使用料及び葬儀

会館使用料などでございます。 

 ３２ページ、項２手数料、目１総務手数

料のうち市民生活部に係るものは、戸籍手

数料、住民票手数料及び印鑑証明手数料な

どでございます。 

 目２衛生手数料のうち市民生活部に係

るものは、墓地手数料でございます。 

 目３農林水産業手数料のうち農業委員

会手数料は、土地現況証明手数料でござい

ます。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金のうち戸

籍住民基本台帳費補助金は、個人番号カー

ド交付関連事務に係る補助金でございま

す。 

 ４０ページ、項３委託金、目１総務費委

託金のうち戸籍住民基本台帳費委託金は、

中長期在留者と特別永住者に係る住居地

届出事務等に係る委託金でございます。 

 ４２ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金のうち権限移譲

交付金は、ＮＰＯ法人の設立認証等及び旅

券発給事務の権限移譲に係る交付金でご

ざいます。 

 ４４ページ、目４農林水産業費府補助金

のうち農業委員会費補助金は、農業委員会

に係る農業委員会交付金と機構集積支援

事業費補助金でございます。 

 また、農業振興費補助金は、農業地域力

創造推進事業費補助金と多面的機能支払

交付金でございます。 

 目５商工費府補助金は、消費生活相談に

係る地方消費者行政活性化交付金等でご

ざいます。 

 ４６ページ、項３委託金、目１総務費委

託金のうち戸籍住民基本台帳費委託金は、

人口動態調査に係る事務委託金でござい

ます。 

 ４８ページ、款１６財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入のうち産業振

興課に係るものは、摂津市商工会への建物

貸付収入でございます。 
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 ５０ページ、款１８繰入金、項２基金繰

入金、目４墓地管理基金繰入金は、市営墓

地の管理経費に充てるため繰り入れるも

のでございます。 

 ５２ページ、款１９諸収入、項３貸付金

元利収入、目２中小企業事業資金融資預託

金収入は、市内の金融機関に預託しており

ます元金収入でございます。 

 ５４ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち自治振興課に係ります安

全・安心まちづくり推進助成金は、公益財

団法人大阪府市町村振興協会からの防犯

カメラ設置に関する助成金でございます。 

 このほか、文化スポーツ課に係ります文

化ホール入場料、産業振興課に係ります市

民農園利用料、南千里丘分室入居者負担金

などでございます。 

 ５８ページ、旅券事務印紙等売捌収入は、

パスポート引換書に添付する収入印紙及

び大阪府証紙の売捌収入でございます。 

 また、旅券事務印紙等売捌手数料は、収

入印紙及び大阪府証紙の売捌手数料でご

ざいます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ７４ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目６都市交流費は、都市交流及び国際

交流に係る経費でございます。 

 ７６ページ、目１０防犯対策費は、防犯

灯、防犯カメラの設置維持管理や光熱水費

に係る経費などでございます。 

 ７８ページ、目１３自治振興費は、地区

振興委員報酬、犯罪被害者等への支援に係

る経費、摂津まつり振興会補助金、地域活

性化事業補助金などでございます。 

 ８０ページ、目１４文化振興費は、正雀

市民ルーム指定管理料、文化ホール指定管

理料、音楽祭運営委託料、文化振興計画策

定支援業務委託料などでございます。 

 ８２ページ、目１５コミュニティプラザ

費は、コミュニティプラザの修繕料、指定

管理料及び市民公益活動補助金などでご

ざいます。 

 目１６コミュニティセンター費は、市民

活動支援嘱託員賃金及び別府コミュニテ

ィセンターの指定管理料などでございま

す。 

 ９０ページ、項３戸籍住民基本台帳費、

目１戸籍住民基本台帳費は、戸籍システム

保守委託料、窓口業務委託料及び個人番号

カード関連事務交付金などでございます。 

 ９８ページ、項７保健体育費、目１保健

体育総務費は、スポーツ推進委員活動事業

に係る委員報酬及び各種団体への負担金

などでございます。 

 １００ページ、目２体育振興費は、山田

川運動広場管理委託料、トレーニング指導

者等派遣委託料及び地区市民体育祭実施

補助金などでございます。 

 目３体育施設費は、体育施設維持管理運

営に係る指定管理料、修繕料及び総合体育

館建設、青少年運動広場改修工事に係る基

本設計、実施設計委託料などでございます。 

 １２６ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目６斎場費は、斎場及び葬儀会館の

指定管理料などでございます。 

 目７墓地管理費は、市営墓地３か所の管

理に係る経費でございます。 

 １３４ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目１農業委員会費は、農業委員会

運営に係る経費で農業委員会委員報酬な

どでございます。 

 目３農業振興費は、農園管理指導委託料、

花とみどりの補助金及び農業祭実行委員

会補助金などでございます。 

 １３８ページ、款６商工費、項１商工費、

目２商工振興費は、商工業活性化対策事業
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補助金及び企業立地奨励金などでござい

ます。 

 １４０ページ、目３消費対策費は、消費

生活相談ルームにおける相談業務及び消

費者啓発に係る経費でございます。 

 以上、平成２９年度摂津市一般会計予算

のうち市民生活部に係ります歳入歳出予

算の補足説明とさせていただきます。 

○上村高義委員長 次に、北野環境部長。 

○北野環境部長 議案第１号、平成２９年

度摂津市一般会計予算のうち環境部にか

かわります主な事項につきまして、補足説

明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 ３２ページ、款１３使用料及び手数料、

項２手数料、目２衛生手数料のうち環境政

策課にかかわる主なものは、狂犬病予防法

に定める飼い犬の登録及び狂犬病予防接

種の注射済票交付に係る飼犬登録手数料、

動物の死体に係る汚物処理手数料でござ

います。し尿処理手数料は、し尿処理及び

浄化槽汚泥の処分に係る手数料並びに浄

化槽清掃業及び一般廃棄物収集運搬業の

許可申請手数料でございます。 

 ４４ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目３衛生費府補助金のうち環境政策

課に係る保健衛生費補助金は、所有者不明

動物死体処理経費に対する交付金、権限移

譲交付金は、公害対策費及び違法屋外広告

物除去事務経費に対する交付金と、鳥獣飼

養登録事務経費に対する交付金でござい

ます。 

 また、環境センターにかかわる権限移譲

交付金は、浄化槽の設置に関する届け出受

理等の事務に対する交付金でございます。 

 ５０ページ、款１８繰入金、項２基金繰

入金、目３環境基金繰入金は、環境関連事

業の財源の一部として環境基金から繰り

入れを予定いたしております。 

 ５６ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち環境業務課にかかわるも

のは、資源ごみ売却収入等でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 １２２ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目１保健衛生総務費のうち環境政策

課にかかわる主なものは、環境保全協定の

地位確認及び井戸掘削差止請求事件と地

盤沈下一級水準測量にかかわります訴訟

等委託料を計上をいたしております。 

 １２６ページ、目３環境衛生費は、動物

死体処理及び衛生害虫等の駆除に係る委

託料が主なもので、前年度に比べ５．８％

の減となっております。 

 目４公害対策費は、水質、大気の分析及

び騒音測定の委託料が主なものでござい

ます。 

 目５環境政策費は、美化推進ボランティ

ア登録制度を創設し、美化活動中に着用し

ていただく啓発グッズ及び地球温暖化へ

の適応策に係るドライミスト発生器の購

入経費が主なもので、前年度に比べ１５．

０％の増となっております。 

 １２８ページ、款４衛生費、項２清掃費、

目１清掃総務費は、前年度に比べ８．１％

の減となっております。 

 １３０ページ、目２塵芥処理費は、リサ

イクルプラザで使用しております、ショベ

ルローダー等の買いかえ、使用済み小型家

電回収ボックスの追加購入やごみ収集運

搬等に係る委託料が主なもので、前年度に

比べ１０．７％の減となっております。 

 目３し尿処理費は、し尿及び浄化槽汚泥

の収集運搬及び処理に係る経費で、前年度

に比べ０．１％の減となっております。 

 １３２ページ、目４環境センター費は、

焼却施設の運転維持管理に係る経費で前
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年度に比べ１．５％の減となっております。 

 以上、環境部に係る歳入歳出予算の補足

説明とさせていただきます。  

○上村高義委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 森西委員。 

○森西正委員 おはようございます。 

 予算書を見させていただいて、多々わか

らない部分がございまして、細かくなるか

もわかりませんけれども、お聞きをしたい

と思います。 

 まずは、補正からですね、言いたいと思

うんですけども、議案第９号所管分です。

１８、１９ページですけれども、障害者の

自立支援給付費等の負担金７５０万円と

いうことであります。多くが減額補正だと

思いますけれども、７５０万円の補正をさ

れてます。この中身をお聞かせいただきた

いと思います。 

 それでは、続きまして歳入に関しては予

算書で、歳出に関しては概要でお聞きをし

たいと思います。 

 ページで示させてもらいますので、よけ

れば答弁もですね、ページを言っていただ

いて答弁いただけたらと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 それでは、歳入ですが２８、２９ページ

ですけれども、平成２９年度には出てこな

かった分があるんですけれども、平成２８

年度ではですね、コミュニティプラザの建

物使用料というのが出てたんです。２０４

万５，０００円ですけれども、平成２９年

はこれなくなっているんですけれども、そ

の点お聞かせいただけたらと思います。 

 ３４、３５ページですけれども、助産施

設の負担金ですね、５０万円掛ける１２件

引くことの８万３，０００円掛ける１０件

ですね、その掛ける２分の１ということで

２５８万５，０００円です。 

 昨年も、トータル額は一緒なんです２５

８万５，０００円なんですけれども、その

中身のですね、計算が違いまして、昨年が

４０万円掛ける１５件引くことの８万３，

０００円掛ける１０件の掛けるの２分の

１ということで、２９年度と平成２８年度

で計算方法が違ってます。その点教えてい

ただけたらと思います。 

 ３６、３７ページですけれども、個人番

号カードの交付事務費の補助金ですね、平

成２９年度１５０万円の定額ということ

で出てますけれども、平成２８年度がこれ

は出てなくてゼロで本年度１５０万円出

てます。その点中身を教えていただきたい

と思います。 

 続いてですね、その下、地域福祉増進事

業補助金ですね、社会福祉費補助金の中で。

これも平成２８年度がゼロでことしが新

たに出ておると思うんですけれども、この

点、教えていただけたらと思います。 

 その下ですけれども、４０、４１ページ

です。 

 中国残留法人等の支援事業委託金とい

うことですが、平成２８年度が４８万６，

０００円で、平成２９年度が１９万７，０

００円ということで減額しております。平

成２９年度の中身を教えていただきたい

んですけれどもよろしくお願いします。 

 ４６、４７ページです。 

 人口動態調査委託金ですけれどもね、８

万９，０００円ですが、平成２９年度での

計算で３８円掛ける２，０００円足すこと

の２，８８０円、それに掛けての１．０８

です、それにプラスの４，４６０円という

ことですが、平成２８年度と計算方法が違

うんです。平成２８年度は３０円掛けるこ

との２，０００件それに１．０８を掛けて、
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それにプラスの１万２，３４０円というこ

とになってます。違っている理由を教えて

いただきたいと思います。 

 ５６、５７ページの、資源ごみ売却収入

ですけれども、ここで３９３万４，０００

円と出てます。平成２８年度が７０９万６，

０００円ということで減額になってます。

その理由、中身を教えていただきたいと思

います。 

 その下のペットボトル拠出金ですけれ

ども、これは６００万円で出てますが、昨

年が３３０万円ということでこの点は増

になってます。この点の中身を教えていた

だきたいと思います。 

 続いて、歳出に進みたいと思いますけれ

ども、１８、１９ページ、中国蚌埠市友好

交流事業というところですけれども、この

点は現状が、どのようになっているのか、

蚌埠市との連絡をとっておられるのか、決

算でもお聞きしましたし、昨年の予算のと

きもお聞きをしたと思うんですけれども、

その点とどういうことになっているのか

お聞きしたいと思います。 

 ２０、２１ページですけれども、ＬＥＤ

防犯灯等の防犯推進事業です。これは平成

２９年度では、今現状としては平成２８年

度の末では、現状は何か所防犯灯があって、

平成２９年度には何か所つけて、何か所に

する予定であるのか、教えていただきたい

と思います。これは各自治会から要望を上

げてきて、設置をするということになって

いると思うんですけれども、全ての自治会

が上げてきているものなのか、その点も教

えていただきたいと思いますし、故障の現

状、年間にどの程度の故障があるのか、教

えていただきたいと思います。 

 続いてはその下ですけれども、防犯カメ

ラの設置事業ですけれども、現在防犯カメ

ラが何台設置をされてて２９年度には３

０台をつけられるということを伺ってい

るんですけれども、例えば、どのようにつ

けていくのか、警察との聞き取りの中でつ

けるということでありますけれども、例え

ば自治会の要望とか、住民の要望でもって

つけていかれるということであるのか、ま

た今までの事例で、防犯カメラをつけてて、

例えば何か事件が起こったときにその防

犯カメラが活用されたということがある

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

 続いて２４ページですけれども自治活

動推進事業ですけれども、この部分はこの

中で町美用ごみ袋自治会配達委託料とい

うのが出てますけれども、安威川以南では

奇数月の第３日曜日に、一斉でと決まって

ますけれども、全部の自治会のうち、実施

をされてない自治会数はどの程度あるの

か、教えていただきたいと思いますし、自

治会長が自治連の総会のときに、各自治会

はいつしますかということで、要望を上げ

られて実施されていると思うんですけれ

ども、各自治会長自身が代わられて、自治

会の中で実際に慣例で、美化活動をしない

と、自治会の中で決められているところが

あると聞いているんです。 

 慣例で例えば美化活動自身をされてい

ること自身をわからない自治会、自治会長

もおられると聞いているんですけれども

ね、その点、担当で実際そういうことを把

握をされているのかお聞きしたいと思い

ます。 

 同じく２４ページですけれども、音楽祭

開催事業ですけれども、６９９万４，００

０円出ております。平成２８年度は２３８

万７，０００円だと思うんですけれども、

増加をしてますが、その中身を教えていた

だきたいと思います。 
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 ３４ページに飛びまして、コンビニ交付

事業ですけれども、手数料が、６８万９，

０００円と出てますけれども、平成２８年

度では、１４７万６，０００円と手数料が

減になってます。コンビニ交付という部分

がふえてると思うんですけれども、それで

あれば手数料が増加をすべきだと思うん

ですが、その中身を教えていただきたいと

思います。 

 同じく３４ページですけれども、個人番

号カード交付事業です。１，００５万７，

０００円が出てますけれども、個人番号カ

ード、現状ではどの程度のカードの交付が

あって、それを平成２９年度ではどの程度

のカードの発行を見込まれているのか、お

聞かせいただきたいと思います。 

 ４０ページに移らせてもらいます。総合

型クラブ支援事業で、山田川運動広場管理

委託料ということで、８４３万円と出てお

りますけれども、平成２９昨年、山田川公

園で、新たにつくられて、現状がどのよう

になってるのか、お聞かせをいただきたい

と思います。オープンをしたときに、私も

見に行かせてもらいまして、参加をさせて

いただきましたけれども、その後、どのよ

うになっているのかお聞かせいただけた

らと思います。 

 ４０ページですけれども、その下、総合

体育館建設事業ですけれども、総合体育館

建設工事基本設計委託料と、総合体育館建

設工事実施設計委託料と出てます。私も屋

外スポーツ施設ということで質問を本会

議でもさせていただきました。 

 そこで、現状、どのようになっているの

か、そしてまた平成２９年度、ここに予算

が出てますけれども、どういう形で進めよ

うとしているのか、お聞かせいただけたら

と思います。 

 ４２ページですけれども、民生児童委員

協議会補助事業、現状手数は幾らで、現状

は定員定数に対してどの程度の確保がで

きているのか、お聞かせをいただけたらと

思いますので、よろしくお願いします。 

 ４２ページですけれども、社会福祉法人

指導監査事業があります。昨年度、社会福

祉法人桃林会の件がございました。現状は

どうなっているのか、教えていただけたら

と思います。 

 ４４ページですけれども、災害時要援護

者支援事業ですけれども、実際、災害時の

要援護者の対象者は、何名の方がおられて、

この中で名簿をつくるに当たって、同意が

必要であるということでありますけれど

も、その同意は対象者全体の中でどの程度

の比率なのか教えていただきたいと思い

ますし、自治会で、名簿を必要であるとい

うところと、名簿を必要でないというとこ

ろとがあると思うんですけれども、その点、

どの程度の比率になっているのか教えて

いただけたらと思います。 

 ４６ページですけれども、老人クラブ活

動事業です。加入率がどの程度になってい

るのか教えていただけたらと思いますし、

担当で加入促進をどのようにされている

のか、お聞かせをいただきたいと思います。 

 ５０ページですけれども、ひとり暮らし

障害者安全対策事業ということがありま

すけれども、２５万４，０００円、今対象

者は何名おられるのか教えていただけた

らと思います。 

 同じく５０ページですけれども、手帳申

請受付交付事業ですけれども、担当にもお

話をさせていただいてたと思いますけれ

ども、家族の方で、申請をされてない方が、

おられるとは思うんですけれども、申請さ

れてなかったら、把握はされてないとは思
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うんですけれども、摂津市内の中にも本来

であれば障害者の手帳を申請をすれば給

付される方で、実際に申請手続をされてな

い方がおられると思うんですけれども、こ

の点、担当としては把握をされているのか

教えていただきたいと思います。 

 ５２ページですけれども、地域生活支援

事業で、今年度は障害者総合支援センター

を旧の商工会館へ移転をして、居住支援機

能と地域支援機能を一体化するというこ

との方向で進められるということであり

ますけれども、まず、居住支援機能と地域

支援機能を一体化するということを、どの

ように考えておられるのか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 続いて、６２ページですけれども、休日

小児急病診療所運営事業の中の三島救命

救急センターの負担金でありますけれど

も、今年度は負担金が減少をということで、

先ほどご説明もいただいたんですけれど

もね。三島の救命救急センターの件に関し

ては民生常任委員会でも、いろいろと三島

の救命救急センターの中での件もいろい

ろと伺ってはおりますけれども、内部の運

営に対して、現状として、摂津市はどの程

度声を上げていっているのか、お聞かせを

いただきたいと思います。また、これから

移転をということで進められようとして

ますけれども、その点も、市として今現状

として、要望等、どの程度声を摂津市とし

てのが上げられているのかお聞かせをい

ただきたいと思います。 

 同じく６２ページですけれども、健康せ

っつ２１推進事業です。健都が進められ、

健康・医療のまちづくりということで進め

られようとして、健康せっつ２１等の絡み

の中で、どのように反映をしようと考えて

おられるのか、お聞かせいただきたいと思

います。 

 ６６ページですけれども、河川等の水質

調査事業ですけれども、新幹線基地から、

今までもですけれどもＪＲ東海が調査す

るために、くみ上げをされてたということ

があったと思いますけれども、その排出さ

れた場合の、水質調査というのは、この河

川等の水質調査事業の中でできるものな

のか、してるものなのか、教えていただき

たいと思います。 

 続いて、６８ページですけれども、斎場

管理事業ですけれども、斎場の使用料が、

本市は、他市に比べて安価であるとは聞い

ておるんです。近隣の市と比べて安価とい

うことを聞いておりまして、それは市民に

とっては大変いいことだとは思っている

んです。 

 他市の方が利用される場合は、摂津市の

市民の利用より摂津市民の３倍の金額だ

とは伺っているんですけれども、近隣と比

べて安価と聞いてますけれども、その点具

体的にわかるんであれば、近隣市は幾らで、

摂津市は幾らで、他市でも摂津市の方が他

市の斎場を使用した場合には、何倍ぐらい

の金額になるのか教えていただけたらと

思います。 

 同じく６８ページですけれども、葬儀会

館管理運営事業ですけれども、以前からこ

れはお聞きをしてますけれども、全体の斎

場を使われる方の中で、現状、せっつメモ

リアルホールの利用が何％あるのか、教え

ていただきたいと思います。以前から課長

はさまざまな民間の業者で葬儀会館があ

れば、市民にとっては選択の幅があってと

いうご答弁をいただいてたんですけれど

も、私は市民の税金がせっつメモリアルホ

ールの償還に費やされるということであ

れば、やはり市民の方にメモリアルホール
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を多く利用していただいてとは思ってい

るんですけれども、その点をどのようにお

考えなのか、改めてお聞きをしたいと思い

ますけれども、お聞きしたいと思います。 

 続いて、７０ページ、リサイクルプラザ

の整備事業ですけれども、リサイクルプラ

ザ、ごみ収集も含めての話になるんですけ

れども、平成２８年度、可燃ごみ、不燃ご

みの収集の一部の変更があって、現状とし

ては収集が変わる前と、変わってからとご

みの量がどのように変化をしたのかを教

えていただきたいと思います。 

 そのことによって１炉運転への影響が、

どうだったのかお聞かせいただきたいと

思います。 

 ７６ページですけれども、鳥飼なす保存

奨励事業です。９８万５，０００円と出て

おりますけれども、私も鳥飼なす、摂津市

から全国に発信できたら本当にすばらし

いことだとは思っておるんですけれども、

全国に発信しようという前に、まず収穫が

できない区域期間は全国になかなか発信

が難しいと思うんですが、例えば市場に回

すとか、全国に発信するに当たって、今、

現状としてはどの程度の収穫がとれてる

のか、教えていただきたいと思います。 

 ７８ページにいきます。企業立地等促進

事業ですけれども、その中で、企業立地奨

励金が出ておりますけれども、現状、どの

程度、企業立地でこの奨励金を活用された

企業があるのか、教えていただきたいと思

いますし、平成２９年度のこの金額、２億

２，０５０万２，０００円ですかね、これ

は件数でいうとどの程度の件数なのか、中

身を教えていただきたいと思います。 

 同じく８０ページ、スクラッチカード発

行事業ですけれども、今年度スクラッチカ

ード発行事業が行われて、それまでのセッ

ピィ券から変更されました。平成２８年度

は変えられてどうだったのかということ

と、平成２９年度もスクラッチカードを引

き続いて実施するということであります。

平成２８年度と比べて、平成２９年度実施

するに当たって変更しようという部分が

あるのか、変わらずに進めようとされてい

るのか、中身をお聞かせいただきたいと思

います。 

○上村高義委員長 それでは、答弁を。 

 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、予

算書２８ページ、２９ページのコミュニテ

ィプラザ使用料が平成２９年度計上され

てないことについて、お答えいたします。 

 この予算科目につきましては、コミュニ

ティプラザの行政財産使用許可に係る使

用料がその内容となっております。本件に

つきましては、平成２９年度の使用許可の

相手方を募集しておりました。この募集時

期が、ちょうど予算編成時期となっており

まして、この募集に当たりましては使用料

については事業者の提案事項とさせてい

ただいておりました。 

 そのため、積算は困難であり当初予算の

計上を見送ったものであります。 

 以上です。 

○上村高義委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 それでは、障害福祉

課にかかわります４点のご質問にお答え

させていただきます。 

 まず１点目、補正予算１８ページ、１９

ページの障害者自立支援給付費等負担金

７５０万円の内容でございますけれども、

こちらにつきましては、障害のある方の介

護者の高齢化により、自宅介護の困難な状

況のため、生活介護や短期入所などを利用

する件数がふえております。 
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 それに伴いまして、補正予算の４４ペー

ジ、４５ページの歳出に障害福祉サービス

費等給付費ということで３，０００万円計

上させていただいておりまして、それに係

る２分の１を国庫負担、４分の１を府費負

担いただくという内容になっております。 

 次に、予算概要の５０ページ、ひとり暮

らし障害者安全対策事業の対象者数でご

ざいますけれども、こちらにつきましては

福祉電話を貸与している分と緊急通報装

置を設置している分がございます。福祉電

話につきましては、現時点で６名の方、緊

急通報装置につきましては、現時点で４名

の方が対象者であります。 

 次に、同じく５０ページの手帳申請受

付・交付事業に関して、申請をされていな

い方がいるのではないか、担当として把握

しているのかどうかというご質問だと思

いますけれども、こちらにつきましては、

申請に当たりまして医師の診断書等添付

していただく必要もございますので、担当

といたしましてはどなたが対象となって

いるのかということまでは把握できてお

りません。 

 最後に、地域生活支援拠点整備の分で、

一体化の考え方ということですけれども、

こちらに関しましては平成２７年３月に

策定をしております、第４期摂津市障害福

祉計画におきまして、障害者の地域生活の

支援を定めており、その中で基幹相談支援

センターである摂津市障害者総合相談支

援センターと居住支援機能のある市立み

きの路の連携強化等により、児童から成人

までの切れ目のない福祉サービスを全市

的に面として整備することといたしてお

ります。 

 内容といたしましては、相談、グループ

ホームなどの体験の機会、場の提供、ショ

ートステイの利便性、対応力向上などによ

る緊急時の受け入れ、対応の強化、人材の

確保、養成、連携等による専門性、それか

らコーディネーターの配置等による地域

の体制づくりでございます。 

 居住支援機能と地域支援機能の一体的

な整備を行うことによりまして、障害のあ

る方が住みなれた地域でより安心して暮

らしていけることが可能となると考えて

おります。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、私から

保健福祉課に係ります、２点のご質問にお

答えさせていただきます。 

 １点目が一般会計予算書の３４ページ、

３５ページの助産施設負担金についてで

す。こちらは、経済的な点において妊娠出

産に係り、助成が必要な方に対して補助を

行っているものです。 

 その中身ですけれども、内訳につきまし

ては出産にかかります費用が実績から、現

時点では４０万円から５０万円が、平均的

な金額となっておりますので、そのあたり

支出の金額を変更させていただきました。

また、８万３，０００円掛ける１０は、対

象者を１２人と見込んでいますが、生活保

護等の方については、自己負担がございま

せん。非課税や低所得の方については８万

３，０００円の一部負担を徴収させていた

だきますので、２名の方については生活保

護の方を見込みまして、全体の経費から市

が受け取る金額を引いたもの、それの２分

の１が国からの補助となります。実績から

それぞれ金額と人数を精査しましたので

内訳の平成２８年度と平成２９年度に違

いがあるものでございます。 

 続きまして、予算概要の６２ページです。
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健康せっつ２１推進事業と健都の関係で

ございます。どのように事業に反映をさせ

ようとしているのかというご質問につい

てです。 

 こちらの健康せっつ２１の事業につき

ましては、食育、健康づくり、健康教室と

いったさまざまな健康に関する事業の予

算として上げております。この中でも特に

生活習慣病の予防ということで、講座を開

催するに当たりまして、国立循環器病研究

センターの先生のご指導をいただいたり、

あるいは健康教室の講師としてご参加い

ただいているところです。 

 また、今回新たに介護予防体操の制作と

いうことで、予算を上げさせていただいて

おります、この点等についても介護予防、

生活習慣病の予防といった視点で健都の

関連ということで具体的な展開を図って

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 引き続きまして、保

健福祉課にかかわりますご質問にご答弁

させていただきたいと思います。 

 まず、概要の４２ページ、民生児童委員

協議会補助金に関するご質問でございま

す。 

 平成２８年の１２月現在でございます

が、定員の数は１４５名に対しまして委嘱

数が１１９名という形になってございま

す。 

 また、４２ページ、引き続きまして社会

福祉法人の指導監査事業に関して、桃林会

の現状ということのお問いに答弁させて

いただきます。 

 桃林会の指導状況につきましては、昨年

の２月１日から、本市に当法人から報告が

ありまして、現在まで８回の随時監査を実

施させていただいております。この間、定

期監査も１回実施しております。 

 既に都度ご報告はさせていただいてお

りますが、この間、記者発表、昨年の１１

月には、第三者委員会の報告、それを受け

て法人が対応方策を公表されてございま

す。現在の指導の内容といたしましては、

この対応方策が確実に実施されているか

どうか、大阪府と合同で進捗状況を確かめ

ている状況にございます。桃林会について

は以上でございます。 

 続きまして、概要の４４ページの、災害

時の要援護者の支援事業に対するご質問

にご答弁させていただきます。 

 平成２８年１２月１日現在でございま

すが、本システムで上がっております、要

援護者数は１万９，７２３名でございます。

これに対しまして同意要援護者の数につ

きましては、１，４３３名、パーセンテー

ジにすると約７％の方から同意をいただ

いているという形になってございます。 

 あわせまして、自治会にご希望というか、

これは任意でございますが、同意要援護者

の名簿をご配付させていただいておりま

すが、これにつきましては５３団体の自治

会にお渡しさせていただいている次第で

ございます。 

 続きまして、６２ページ、休日小児急病

診療所運営事業の中にあります、三島救命

救急センターの負担金に関連するご質問

にご答弁させていただきます。 

 まず、財団の内部の運営に対してという

お問いだったと思いますが、これにつきま

しては、本市から市長、保健福祉部長が入

り随時運営に対しては理事に意見、要望を

述べさせていただいているところでござ

います。 

 今回、移転に際しましては、理事会の以
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前に、これもご報告させていただいてます

が、３市１町で候補地の選定等を行いまし

て、財団に申し入れたところでございます。 

 市の考え方としましては、先般の代表質

問でもございましたが、やはり災害時の医

療確保、あと小児救急医療体制の確保の点

から関しましても、やはり今回の移転につ

いては大変重要なものであると考えてお

ります。 

 今後、移転に際しましては候補地の選定

以降には、今度は運営の面にも入ってまい

りますので、その点につきましても、しっ

かりと理事会、摂津市の意見を伝えてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 予算書４０ペー

ジ、中国在留邦人等支援事業委託金につい

て、ご説明いたします。 

 当委託金は中国在留邦人等を支援する

法律に基づき実施している事業で、委託金

の内容は中国語の堪能な支援員の人件費

でございます。現在、本市の対象者は３名

でございます。 

 具体的な支援は、支援員が家庭訪問を行

い、話し相手など対象者のニーズに合わせ

て支援を進めております。 

 委員がご指摘の予算額が半減している

要因につきましては、従前の厚生労働省の

基準では、本市の対象者の場合週１回の支

援員の勤務でございましたが、変更により

１か月に２回ということになり、予算額が

減額しております。 

 なお、支援員の１日の報酬単価につきま

しては９，３６０円でございます。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、予算概要

４６ページの老人クラブの加入率、及び加

入促進に関しましてのご質問に関してご

答弁させていただきます。 

 平成２８年４月１日時点でございます

が、老人クラブの加入率は６０歳以上の高

齢者２万５，８０７人のうち老人クラブ会

員数２，８８３名で、１１．２％でござい

ます。具体的な加入促進に関してでござい

ますが、まず、老人クラブ主催の高齢者向

けの体力測定に参加された一般高齢者の

方に関して、老人クラブの加入促進を行っ

たり、あと、老人クラブという名前に関し

て抵抗があるというご意見もございまし

て、鳥飼地区では老人クラブという名前で

はなく、シニアクラブという、入りやすい

名称をつけるということを今まで行って

おりました。ただそれだけではなかなか難

しいということで、本年から、市老連の定

例会を月１回行っておるんですけれども、

その役員の方が定例会が終わった後、市の

私も含めて職員と、老人クラブなどの会員

の増強のプロジェクト会議を立ち上げて、

具体的にどう進めていったらいいかと、例

えば、府老連で具体的に加入促進に関して、

例えば体操クラブ的なところに働きかけ

て、そのまま市民クラブに全員加入をして

いただくようなアプローチをかけるとか、

そういういろんな具体例を例示として出

ておりますが、そういうものを定例会の後

の会議でお話しさせていただいたり、あと

個々の単位クラブの活動状況がやはり老

人クラブの加入につながっていくのでは

ないかということで、単位クラブでふえて

る状況というのを共有化するべきじゃな

いかいうような話をさせていただいて、ま

だこれから始まったばかりということな

んですけれども、老人クラブの加入に関し

ては、担当課も含めて促進していきたいと

思ってさせていただいております。 
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○上村高義委員長 早川課長。 

○早川自治振興課長 それでは、自治振興

課にかかわりますご質問にお答えさせて

いただきます。 

 まず、初めに予算概要の１８ページ、蚌

埠市との交流でございますが、蚌埠市との

交流については、昨年１２月に蚌埠市の友

好都市交流窓口が見つかりまして、再確認

ができたということで交流を再開させて

いただいております。 

 この１月に市長が変わり、体制も変わっ

たと聞いておりまして、現在は文書で交流

を再開しております。今後も当面、文書で

交流を進めていくということで考えてお

ります。 

 次に、２０ページ、ＬＥＤ防犯灯の件数

でございますが、平成２８年度、防犯灯数

は６，５１６設置されております。今年度

につきましては、３０灯の予定を考えてお

ります。 

 自治会の要望数でございますが、１１０

自治会中２０自治会が要望を出されてお

ります。灯数的には要望数は４１件出てお

ります。 

 故障件数でございますが、平成２８年度、

今現在、故障、修理件数ですが４０件修理

しております。次に、防犯カメラでござい

ますが、こちらにつきましては、全ての自

治会から要望をお聞きしますと、１１０ご

ざいますので、全ての要望をお聞きするの

は難しく、こちらにつきましては要望いた

だいて、あと警察と関係各課と協議した中

で合致すれば設置はさせていただいてお

ります。 

 自治会活動のごみ掃除でございますが、

こちらにつきましては、袋の配布について

は１１０自治会中８６の自治会にお渡し

しています。ただ、ごみ掃除をしているか

どうかという件については把握はしてお

りません。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 市民課に係りますご質

問にお答え申し上げます。 

 まず、予算書３６ページ、３７ページの

個人番号カード交付事務費補助金の分で

ございます。平成２８年度がゼロで、平成

２９年度が１５０万円ということでござ

いますが、平成２８年度につきましては、

年度当初に国から補助金の設定の御連絡

がございませんでしたので、予算は計上し

ておりませんでした。これにつきましては、

平成２８年度、まだ金額は未定なものの歳

入の見込みはございます。平成２９年度に

つきましては、補助金が発生するのが判明

しましたので、計上しております。 

 続きまして、予算書４６ページ、４７ペ

ージの人口動態調査委託金でございます。

平成２８年度と平成２９年度の計算の違

いなんですけれども、平成２９年度ベース

でいいますと、４，４６０円というのが旅

費に当たります。２，８８０円というのが

データ安全対策費ということで、これが平

成２８年度につきましては旅費の分とデ

ータ安全対策費が合算で表示しておりま

したので、こういった計算式の表示の違い

となっております。 

 続きまして、予算概要の３４ページ、３

５ページのコンビニ交付の手数料でござ

います。これにつきましては、平成２８年

度予算の編成当時はまだマイナンバーカ

ードの交付も始まっておりませんでした

し、コンビニ交付も開始しておりませんで

した中での予算の計上でございましたの

で、多めに計上しておりました。平成２９

年度につきましては、一定、マイナンバー

カードの交付枚数でありますとか、コンビ
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ニ交付の利用件数が判明しましたので、大

体、月に４００件から５００件ぐらいの想

定で予算を計上しております。 

 続きまして、同じく３４ページ、３５ペ

ージのマイナンバーカードの交付の状況

でございます。これにつきましては、昨日

現在で市民の方８，７７６人の方にカード

を交付しておりまして、率にしまして約１

０．３％となっております。 

 平成２９年度のカードの交付の想定で

ございます。国は全体で５００万枚を想定

しております。これを市の人口で割ります

と、大体３，３６６枚となっております。 

 続きまして、予算概要６８ページ、６９

ページの斎場の使用料でございます。これ

につきましては、委員がおっしゃいました

ように、摂津市では市民の方が１万５，０

００円、他市の方は４万５，０００円と３

倍となっております。北摂の他市の状況で

ございますが、高槻市は市民が２万円、市

外の方が６万円。吹田市が市民９，０００

円で、市外が３万６，０００円。茨木市は

市民１万９，０００円、市外３万８，００

０円。豊中市が市民１万円、市外が４万円。

箕面市が市民２万円、市外が６万円。池田

市が市民１万円、市外が４万円となってお

りまして、高槻市や箕面市などは摂津市よ

りも高いような状況となっております。 

 最後に、メモリアルホールの利用の状況

でございます。これにつきましては、平成

２７年度、斎場の利用が７６６件に対しま

して、メモリアルホールが２６５件でござ

いまして、率にしまして４１．５％の方が

メモリアルホールを利用しております。 

 先ほど委員がおっしゃいましたように、

メモリアルホールの民間との状況でござ

います。まず申し上げておきたいのは、先

ほど償還のお話がございましたけれども、

これにつきましては、１５年間で償還が完

了しておりますので、お伝えしておきます。 

 民間の状況でございますけれども、メモ

リアルホールができた当時は民間にホー

ルがなかったような状態であります。まだ

インターネットもない時代でございまし

たので、葬儀費用などが不透明な時代でご

ざいました。しかしながら、現在、ネット

も普及しまして、民間も競争原理が働きま

して、良質で安価な葬儀が提供できるとい

う状況になっております。市としましては

民間も育ってきておりますので、民間と共

存して葬儀事業を運営していきたいと思

っております。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 生活支援課にか

かる質問で１点漏れておりましたので、説

明させていただきます。 

 予算書３６ページ、地域福祉増進事業補

助金でございます。当事業は先ほど説明い

たしました中国残留邦人等支援事業委託

金のところでご説明いたしました支援の

回数が毎週１回から月２回に減額になっ

たことで急激な支援の後退につながる可

能性がありますので、国庫委託金で定めら

れている以外の支援を国庫補助金で６日

分計上させていただきました。 

 以上です。 

○上村高義委員長 早川課長。 

○早川自治振興課長 自治振興課も１点

漏れておりました。予算概要の２０ページ、

防犯カメラでございますが、こちらは平成

２５年度から昨年度まで約７０台、これは

自治会に設置していただいたものをあわ

せまして７０台設置しております。 

 今年度も一応３０台の予定で考えてお

ります。それと捜査協力でございますが、

こちらについては平成２６年度が４３件、
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平成２７年度が１０５件、平成２８年度が

６２件、トータルが２１０件の捜査協力の

依頼がございました。こちらについて犯罪

の協力になったかどうかという点につい

てはこちらでは把握はできておりません。 

 以上です。 

○上村高義委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは森西

委員の文化スポーツ課に係ります３点の

お問いにお答えいたします。 

 まず予算概要の２４ページの音楽祭開

催事業でございますが、平成２８年度と平

成２９年度の違いということのお問いで

ございました。平成２８年度につきまして

は、例年開催しておりますリトルカメリア

コンクールが文化ホールの改修事業のた

め開催されず、かわりに市制５０周年記念

の音楽祭特別コンサートを実施いたしま

した。そちらの運営委託料が２０８万円、

平成２９年度の音楽祭開催に係ります運

営委託料が６６８万８，０００円というこ

とで増減の理由としてはそういう形にな

っております。 

 次に、予算概要４０ページの総合型クラ

ブ支援事業に係ります山田川運動広場に

ついての現状のお問いにお答えいたしま

す。 

 山田川運動広場につきましては、１１月

１４日が正式オープンで、その前のイベン

トにつきましては、議員の方にもご参加い

ただいておりましてありがとうございま

す。その後、１１月の利用は、団体で３件

ほどございまして、利用者数が２５人、こ

ちらは個人の利用もしていただけるので、

個人で利用いただいた日数としては１０

日、人数は４８人、次に１２月につきまし

ては利用団体が１１件、利用者数としては

２６８人、個人の利用の日数につきまして

は１０日、人数は５１人、１月につきまし

ては、利用団体数が１１件、利用者数が９

９人、個人の利用が４日、人数は２２人で

す。 

 利用団体の種目といたしましては、サッ

カーと野球という形でございます。個人の

方に関しましてはドッジボール、キャッチ

ボール、ボール遊びなどといった形でご利

用をいただいております。 

 同じく予算概要４０ページ、総合体育館

建設事業、現状ということと平成２９年度、

どのように進めようとしているのかとい

うお問いでございました。 

 現状につきましては、今年度、総合体育

館建設基本構想・基本計画審議会で総合体

育館についての基本構想と機能、規模、配

置計画などの施設計画につきまして市か

ら諮問をさせていただきまして、審議会で

内容を審議いただきまして、答申をいただ

くという予定をしております。 

 この答申をいただきまして、ご意見等も

あるかと思いますので、市で内容を検討し

て、平成２９年度は基本設計、実施設計と

いう委託料の予算を上げておりますので、

そちらに向けて進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 それでは環境政策

課に係るご質問にお答えいたします。 

 概要の６６ページ、河川等の水質調査事

業でございます。河川等水質調査事業につ

きましては、市内の９河川、水路の定点に

おきまして、ｐＨやＢＯＤ等８項目の一般

環境項目について調査を行い、河川等の状

況を監視しております。 

 これに対しまして、新幹線鳥飼基地の排

水でございますが、新幹線鳥飼基地につき
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ましては、水質汚濁防止法に基づく、特定

事業場になっておりますことから、大阪府

に権限がございます。 

 また、一部公共下水道の接続が図られて

おりますことから、大阪府、そして関係課

と連携を緊密に図りながら対応してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 野村次長。 

○野村環境部次長 それでは環境業務課

にかかわりますご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 予算書の５６、５７ページ、資源ごみ売

却収入が平成２８年度と比べて減に、そし

て、ペットボトル拠出金が逆に増になって

いるということの理由についてのお問い

だと思います。 

 資源ごみの売却手数料につきましては、

資源として集めさせていただいたびん、缶、

古紙や古布、ペットボトルが含まれるので

すが、それぞれの売却の単価が下落してき

ていること、そしてこれまでペットボトル

の売却についてですが、資源ごみの中で売

却しているのとペットボトル拠出金とい

うことで、国において指定している法人、

容器包装リサイクル協会への引き渡しも

行っておりまして、それぞれ年間１００ト

ンずつぐらいを売却している形になって

おったんですが、資源ごみとして独自で業

者を指定しておりましたが、そちらの分の

単価が下がってきておるということ、逆に

容器包装リサイクル協会の拠出金が単価

的には有利になってきているということ、

国においてペットボトルの国内の安定的

な循環を図るという意味で、この容器包装

リサイクル協会への引き渡しが促されて

きているということによりまして、ペット

ボトルの全量約２００トンを平成２９年

度はペットボトル拠出金のほうで売り払

うという形になりまして、その結果、資源

ごみの売却収入が減になり、ペットボトル

拠出金が増になったということでござい

ます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木環境部参事 それでは、環境センタ

ーに係ります平成２８年度１０月より包

装容器等を燃えないごみから燃えるごみ

として取り扱いを変更したことにより、１

炉運転に支障がないかのご質問にご答弁

申し上げます。 

 予算概要７２ページのごみ処理施設維

持管理事業としてご答弁申し上げます。今

回の収集変更によりまして、年間約１，０

００トンを燃えないごみから燃えるごみ

として焼却することになります。 

 現在の焼却状況は、月平均４％の燃える

ごみ量が増加となっております。また、１

炉運転には特に支障なく運転ができてお

り、順調に運転が推移している状況でござ

います。 

 また、分別の推進により、紙類等の混入

が減りまして、燃えにくいごみに変わりつ

つある中、包装容器等の燃焼により発生す

る熱量が安定した連続運転につながって

いる状況でございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、産業

振興課にかかわります質問のうち、鳥飼な

すの収穫量に関するご質問にお答えいた

します。 

 概要７６ページ、７７ページでございま

す。 

 鳥飼なすにつきましては、初取りからお

よそ１か月間の間、時期にいたしまして７
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月末までをめどに、生なすの収穫を行って

おります。２７１箱、個数にいたしまして

１，８９０個それからその後は８月以降に

なりますけれども、ワイン漬け、漬物のた

めの収穫に移行いたしまして、３，９１４

袋、個数にいたしまして８，２１２個、生

なすと合わせますと今年度の実績は１万

１０２個の収穫となります。 

 以上です。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上市民生活部参事 それでは産業振

興課にかかりますご質問にお答えさせて

いただきます。 

 まず予算概要の７８ページ、企業立地促

進条例におけます奨励金交付の現状でご

ざいます。平成２８年度につきましては、

２５社４０件に対しまして、決算はまだで

すけれども、約１億７，３００万円を奨励

金として交付を見込んでおります。 

 平成２９年度につきましては、２７社４

４件、約２億１，１６９万円の交付を見込

んでおりまして、新規でありますとか、精

査する中で増減がございますので、トータ

ルとしまして２億２，０００万円を計上さ

せていただいているところでございます。 

 次に、８０ページ、スクラッチ事業の件

でございます。平成２８年度と比べてどう

取り組むかということでございます。平成

２８年度、今年度初めて商品券にかわり取

り組んだ事業でございます。当初、関係者

と話をしながらでありますけれども、手探

り状態で始めてまいりました。その結果と

しましては、参加店舗にお聞きしますと、

評判はおおむねよかったのではないかと

いうご意見をいただいております。 

 その中で、今まで長らく商品券事業を行

ってきて、かなり浸透しているということ

で、ことしは商品券がないのか、商品券の

ほうがよかった、という声も聞くわけです

が、そのような中で、市民の方が知らなか

ったというご意見をたくさんお聞きして

おります。 

 市民の方、また参加された事業者からも

知らない方が多かったよというご意見も

聞いております。市広報で広く周知するよ

うに努めましたが、そのような結果でござ

いましたので、来年度につきましては周知

についてもう一度どのように皆さんにお

知らせしていけばいいのかということを

考えながら、ことしいろいろ反省点もござ

いますので、その反省点も踏まえて、より

買い物が楽しくなる、参加事業者とともに

取り組める事業としてまいりたいと考え

ております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 数字に関してはよくわか

りましたので、少し精査をして質問したい

と思います。 

 資源ごみ売却収入、そしてペットボトル

拠出金の件ですが、先日、各小学校区でご

み減量等の推進員の懇談会をされていま

すが、その中に私も参加をさせてもらった

のですが、事実、アルミ缶のステーション、

かごのケースに入れているアルミ缶を持

っていかれるとの声がありました。議会で

もそういう質問等は以前からあったと思

うのですが、そのごみ減量等推進員の中で

実際にどのぐらいの収入になるのと聞か

れたそうです。そうしたら、月に７万円、

８万円ぐらいの収入になるということで、

それが１人で１年間で計算すると１００

万円ぐらいになるわけです。その人１人が

そうですから。 

 そうなってくると、摂津市内の中でアル

ミ缶を集められている方が何人おられる

か、ケースの中からとられる方が何人おら
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れるかということを計算すると、１人１０

０万円で、１００人いたら億近くというこ

とになってきたりするわけです。そこまで

はないかと思うのですが、そういうことを

恐らく市は把握されていないと思うんで

す。 

 実際に、市に集まってきたアルミ缶を売

却したりということだけですから、売却金

額等になってくると、ごく少額ということ

になってくると思うのです。 

 その点ごみということもありますし、そ

の持ち去り自身をどうお考えなのか、お聞

かせいただきたいと思いますし、もし市が

売却をするということであれば、市の歳入

が減るということにはなりますので、その

点、担当としてはどのようにお考えなのか

お聞かせいただきたいと思います。 

 蚌埠市との交流の件ですが、文書で交流

の再開をされたということでありますけ

れども、これは国と国との政治的な部分と

いうのもあると思いますが、それは別とし

て、切れることなく蚌埠市の担当者と連絡

がとれるようによろしくお願いしたいと

思います。 

 ＬＥＤの防犯灯の件ですが、答弁では自

治会では１１０のうちの２０自治会が要

望を上げられているということで、もっと

多くの自治会が防犯灯をつけてほしいと

いう要望を上げているものだと思ってい

たんです。ということになりますと、ＬＥ

Ｄになる前までは、各自治会が要望を上げ

て、自治会についている防犯灯は各自治会

が管理運営をという形になっていたのが、

ＬＥＤになって、管理運営は市でと変更に

なりまして、防犯灯をつけるという要望は

今も自治会側に残っているわけです。 

 ということになりますと、９０自治会が

防犯灯をつけてほしいという要望を上げ

ていないということになるわけです。それ

は市全体からいうと、まず暗いところを明

るくしていくというか、防犯上いかがなこ

とかと思うのです。主に、防犯灯は今まで

自治会が管理運営をしていましたから、住

んでいるところを中心についていたと思

うのです。うちの自治会でもそうです。 

 自治会員が住んでいるところを優先に、

まず防犯灯をつけていっていたわけです。

ということになると、人の住んでいないと

ころというのは今まで後回しになってい

たわけです。後回しになっていて、今１１

０のうち２０しかないということは、暗く

ても防犯灯を必要だと要望が上がってこ

ないことが現実なのかと思うのですが、そ

の点、改善というか、例えば、事業所が多

くあるところは自治会から要望が上がっ

てこないようになっていないのか、その点、

担当からお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 防犯カメラですけれども、７０台から３

０台にふやされて、捜査に協力をされてい

るという答弁でありました。警察もありま

すし、地域からも要望がここにつけてほし

いという要望があると思いますので、これ

は幾ら、何台つけたらいいのかというよう

なこともありますけれども、住民だけでは

ないと思うんです。住民がいないところの

ほうが犯罪が多かったりするので、引き続

き警察とよく協議をされて、これからも進

めていただきたいと思います。 

 自治活動推進事業の中の町美用ごみ袋

の件ですが、町美も１１０のうち約８割ほ

どの自治会がされているというご答弁を

いただいたんですが、実際に美化活動をさ

れていない自治会もあって、そこは長年や

ってた自治会長が変わったりするとそこ

の自治会では美化活動をしないものだと
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いう引き継ぎを受けているというところ

があるみたいです。 

 例えば、草引きであったりとか、もしく

は家の前の側溝の泥上げ、それがなかった

ら側溝が詰まって、内水浸水をする。大雨

が降ったときに水はけがちゃんとできな

くて、内水浸水というようなこともなきに

しもあらずでありますから、それは特定の

ところだけではなくて、多く広く摂津市民

みんながそういう美化活動を進めていく

という方向で、ぜひとも考えていっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 総合型クラブ支援事業の山田川運動広

場の件ですが、個人の方がご参加をされて

ということですが、改めて聞きたいのです

が、子どもが来られたときに中で遊びたい

という個人の利用者数ということになっ

ているのか、またあらかじめ申し込みをし

てということではなくて、今遊びたい、キ

ャッチボールして利用したいというよう

な形の方も入っているのか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 総合体育館建設事業の件ですが、スポー

ツ広場で総合体育館をつくるというのは

私は反対はしませんが、そこにつくるので

あったら、スポーツ広場を今までグラウン

ドで利用していたところが、ほかのところ

でちゃんと利用できるところをつくるべ

きだと思っています。 

 代表質問等でもありましたが、淀川の河

川敷、青少年運動広場の整備ということも

考えておられるということですが、改めて

その点、代替についてどういう考えをお持

ちなのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 民生児童委員協議会の件ですが、１４５

名の定数のところ１１９名ということで

す。それに実際現状、不都合というのは発

生していないのか。お聞かせいただきたい

と思います。 

 社会福祉法人指導監査事業の件ですが、

桃林会の件です。我々は担当者の方、もし

くはマスコミで発表された、その中身でし

か把握はできませんので、マスコミで法人

内で前理事長を刑事告訴をするというこ

とも伺っていましたが、以後どういう形に

なったかというのは、担当者、もしくは法

人が発表されてからしか全くわからない

もので、その点、指導監査という立場から、

そのままただ時間だけが過ぎてしまうと

いうことではいけないと思うのです。その

点、指導監査を十分に行っていただきたい

と思いますので、これは要望とします。 

 災害時要援護者の支援事業ですけれど

も、同意者の比率が約７％とお聞きしまし

た。自治会へは５３自治会、約半分の自治

会へ要援護者の名簿を渡されているとい

うことでありますけれども、ということは、

市全体で言うと、対象者のうちの７％の人

の名簿が半分の自治会にしか渡っていな

いということになると思います。本人の同

意ということでありますが、各自治会が名

簿を持っておられたりするほうが、要援護

者の名簿よりも確かな本当の実態に近い

ような部分が各自治会で持っておられる

というのが現状だと思うのです。 

 ７％ということで、これはふやしていき

たいということだと思いますが、どのよう

にふやされていくのか、お聞かせいただき

たいと思います。 

 香和自治会が、２年前ほどでしたか、各

調査をされてということでしたけれども、

それは例えば要援護者の名簿に反映され

ているのか、自治会だけで持っているのか。

お互いに共有をしている状態なのか、教え
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ていただきたいと思います。 

 そして老人クラブ活動事業ですけれど

も、これは加入率が１１．２％ということ

で、加入促進に努力をされていると思いま

す。老人クラブの中には、一応は自治会か

ら補助が出されていて、その老人クラブに

入られている方が隣の自治会が傘下にす

る老人クラブに入られていて、自治会は老

人クラブに支出されていますから、その方

が入られることがどうなのかというお声

もよくお聞きします。そこでもって、人間

関係トラブルになったりということも伺

ったりしますので、その点、担当としてど

のようにお考えなのかお聞かせいただき

たいと思います。 

 続いて、ひとり暮らし障害者安全対策事

業ですけれども、これはひとり暮らしの障

害者ということですから、今現状でもおひ

とり暮らしということでありますけれど

も、その方がさらにご高齢になられて、も

しくは体が動かなくなったりとか、日常生

活がしんどくなることを将来考えていか

なければならないと思いますし、今、ご両

親、また親と一緒にお住まいの障害のある

方でも、親亡き後を考えていかなければな

らないと思いますが、その点担当としては

どのようにお考えですか。 

○上村高義委員長 項目がたくさんあり

ますので、大分時間がかかると思いますの

で、一旦休憩をさせていただきたいと思い

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５５分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、午前中に引き続

き質問をさせていただきます。 

 それでは、手帳申請受付・交付事業です

けれども、手帳の申請に関しては、家族の

方が申請しなければ把握はできてないと

いうことでありますけれども、先ほどから

も質問させていただいてますけれども、要

援護者の名簿等それを作成するときに当

たって、それと兼ねてとか、そういう部分

は、必要かと思いますので、また検討して

いただきたいと思います。 

 続いて、障害者の総合支援センター、旧

商工会に移転をされるということですけ

れども、もう少し詳しく今の現状のままで

はなかなかと使いにくいとは思いますけ

れども、それを改修という部分も出てこよ

うかと思いますけれども、その点もう少し

具体的に教えていただきたいと思います。 

 それでは、河川等の水質調査についてで

すけれども、府と協議しながらといいます

か、連携とりながらということであります

けれども、今ＪＲ東海の新幹線基地の件で

すけれども、地盤沈下の観測点ということ

で、数年来観測をしてなかったということ

がありまして、それを今後観測をしていく

ということでありますけれども、具体的に

どこで観測を行うのか、また、観測は大阪

府が今まではずっと観測はしてましたけ

れども、その点、市のかかわりをどうして

いくのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それと水質の件ですけれども、これは当

然、井戸をくみ上げるということは、断じ

て許すことはできませんけれども、もし仮

にそういうことになったということであ

れば、その点は十分に調査をしていただき

たいと思いますので、お願いいたします。 

 斎場の管理事業ですけれども、今、近隣

市の金額教えていただきました。摂津市は、

中程度の金額なのかなとは思うんですけ
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れども、今、他市がいっぱいで、摂津市の

この斎場を利用すると。摂津市の市民もそ

うです。摂津市の斎場がいっぱいであれば、

他市の斎場を使うということになります

けれども、聞いてる話は、他市の方が先に

押さえて摂津市の方が斎場を利用しよう

と思ったら、もう先に押さえられていると

いうことがあるとは聞いたんです。それで、

反対に摂津市から他市の斎場を利用する

とか、もしくは日数を１日ずらしたりとか

２日ずらしたりとか、後にずらすというよ

うなことがあるということを聞いてるん

ですけれども、その点、担当はどのように

お考えなのかお聞かせいただきたいと思

います。 

 それと葬儀会館管理運営事業ですけれ

ども、せっつメモリアルホールの件ですけ

れどもね。平成２７年度では、全体の斎場

の利用の中でメモリアルホールは４１．

５％だということでありましたけれども、

件数でいうとメモリアルホールで２６５

件ということです。２階、３階があります

から、単純に考えたら、日でいうとその半

分、２６５日の半分で約１３０日というこ

とで考えたら、３６５日のうちの１３０日

ですから、約３分の１がホール全体として

は稼働しているという考えなのかなと思

います。それがやはり、毎日、気候によっ

たりとか葬儀が入るかどうかというのは

あるかと思いますけれども、極力、会館の

稼働率ではなくて、ホールの稼働率を１０

０％にまずは、していくべきではないのか

なとは思うんですけれども、その点お聞か

せいただきたいと思います。 

 以前から他の委員も葬儀形態を見直す

べきではないかという、家族葬がふえてき

て、それに社会に合った葬儀、メモリアル

ホールを考えるべきではないかというこ

との質問も以前あったと思いますけれど

も、その点、担当はどのように考えておら

れるのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 そしたら、続いてリサイクルプラザとい

いますか、ごみ全体の件に関してですけれ

ども、収集が変わることによって、燃える

ごみが４％ほどふえて、１炉運転には影響

はないということでありますけれども、収

集もそうですけれどもリサイクルプラザ

の整備、炉の件もそうですけれども、広域

化について、今どのような進捗状況になっ

てるのか。茨木市の市長が変わられたとい

うことでありますけれども、現在、摂津市

と茨木市との広域化の協議がどうなって

いるのか教えていただきたいと思います。 

 鳥飼なすの保存奨励事業の件ですけれ

ども、年間に１万１，０００個の収穫があ

るということでありますけれども、やはり

摂津市から鳥飼なすを全面的に出すこと

が、全国に摂津市の名産を発信できること

だと思うんです。そうなるようにしたとき

に、この１万１，０００個の収穫がどうな

のかというところがあると思うんです。も

っと私は、収穫量をふやしていくべきだと

は思うんですけれども、農業振興会がご努

力をされて収穫はされてると思うんです

けれども、もっと多く収穫をされて、全国

的な市場に回るような形がとれれば、私は

摂津市の名産として全国にもっと発信が

できるのではないかなとは思うんですけ

れども、その点お考えいかがでしょうか。 

 企業立地等促進事業ですけれども、今、

金額を教えていただきましたけれども、こ

の内容について、恐らく近隣市も、摂津市

が大阪府下の中で企業立地等の促進で、奨

励金を出すということでは、先に進んでた

のかなとは思うんです。それが、今わから
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ないんですが、近隣市も同じように奨励金

を出したりとかっていうことになってる

のか、もし、なってるんであれば、ほかも

同じような形であったりとか、もしくは奨

励金がそれ以上の奨励金を出していると

いう市町村があるのか、その点教えていた

だけたらと思います。もし、他市が摂津市

の内容よりも充実した内容であれば、その

点また新たな内容を考え直さなければな

らないと思うんですけれども、その点お考

えお聞かせいただきたいと思います。 

 スクラッチカード発行事業ですけれど

も、中身はいろいろとあろうかと思います。

おおむねよかったということであります

し、平成２９年度はまた進まれるというこ

とですけれども、その中でもう少し詳しく

内容について、実際のところ終わった後で

具体的な声があったりとか、平成２９年度

に進むに当たって、その声をどう変えてい

ったらいいのか、担当課としての考えをお

聞かせいただきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義委員長 答弁を求めます。 

 早川課長。 

○早川自治振興課長 予算概要の２０ペ

ージ。ＬＥＤ防犯灯についてお答えさせて

いただきます。 

 防犯灯の住宅地以外の暗いところにつ

いての設置ということだと思うんですが、

平成２５年度に市内全域をＬＥＤ防犯灯

に全灯変えさせていただきました。それに

よって、ほぼついていない箇所とか、点検

も行っておりますので、市内で暗いところ

はないかなとは考えております。その後も

自治会要望または一般市民からの要望も

お聞きしながら、照度アップ等、設置につ

いても行っておりますので、その点につい

ては、ご理解いただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○上村高義委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 そうしました

ら、２回目の森西委員のお問いにお答えい

たします。 

 まず、予算概要４０ページですけれども、

山田川運動広場の個人の方の利用につい

てです。 

 事前のお申し込みかその場でのお申し

込みのものかというお問いでございまし

たが、個人の方の場合につきましては、事

前の申し込みというのをしていただいて

おりませんので、その場で団体が利用して

いない場合、ご希望があればご利用いただ

くということが可能となっております。 

 続きまして、総合体育館建設に関して、

スポーツ広場での利用者の方が代替で使

えるところについてということでござい

ました。 

 こちらにつきましては、委員からもござ

いましたが、以前の本会議でのご質問がご

ざいまして、答弁させていただいておりま

すけれども、現状ほかの市内の青少年運動

広場でありますとか淀川河川公園もしく

は市内事業者が持っておられるグラウン

ド、府立高校の開放部分、そういったとこ

ろにつきまして、土曜日、日曜日の使用と

いうのが多いと思います。またスポーツ広

場で大会等を行っておられる場合もござ

います。そうしたところが、実際、代替と

いうことで、ほかのところで行った場合ど

ういう影響が出るのかといったことに関

しまして、今、私どものほうで団体にお聞

きしながら、代替が、どういう形でできる

かということにつきまして、検討を進めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 
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○丹羽保健福祉課長 保健福祉課にかか

わります２回目のご質問にご答弁させて

いただきます。 

 まず、民生児童委員協議会補助事業のと

ころで、欠員が生じて不都合等が発生して

いないかというようなお問いかと思いま

す。 

 ご承知のとおり、民生委員につきまして

は、日々、高齢者の方の見守りであります

とか各種福祉関係の証明事務等担ってい

ただいております。市民の方にご迷惑かけ

るわけにはいきませんので、欠員が出てる

地区につきましては、周りの民生委員にご

担当いただきまして、今そのような業務を

担っていただいてる状況にございます。で

すから、周りの民生委員に非常にご負担を

かけてる状況と事務局は認識しておりま

して、定員を満たすように日々努力してま

いりたいと考えております。 

 要援護者の対象者の事業の関係で、同意

援護者が少ないのではと。今後ふやす方法

はというようなお問いかと思います。 

 同意援護者につきましては、主に高齢者

の方がひとり暮らしのご登録をしていた

だくときに民生委員にお願いして、同意援

護者の提出をご依頼しております。このと

きに出していただく方がほとんどでござ

いまして、今後も一層ＰＲを強めていきた

いと思っておりますし、先ほどご指摘ござ

いましたように、要援護者の中には障害者

の方も入ってまいります。保健福祉部内の

障害福祉課と連携して、さらに要援護者の

数をふやしていくように努めてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 森西委員の２回目

の高齢介護課に係りますご質問について

お答えさせていただきます。 

 老人クラブの活動状況に関して、老人ク

ラブに入りたい方が住んでいる地域や自

治会に老人クラブがないということで、他

の地域や自治会の老人クラブに加入する

ことで、人間関係が難しくなるというお問

いかと思います。 

 老人クラブが、自治会単位等であればそ

ういう問題がなくうまくいくんですけれ

ども、実情といたしましては、自治会の約

半分程度のクラブ数ということで、５５ク

ラブというような状況でございますので、

その問題に関しては難しい課題かなとは

思っております。老人クラブの加入にそう

いう状況があるということを考慮しなが

ら、老人クラブの加入促進を考えて、老人

クラブの方々とクラブ数等をふやしてい

くなり加入を進めていくなりということ

を十分配慮しながら考えてまいりたいと

思っております。 

○上村高義委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 障害福祉課にかか

わります２回目のご質問にお答えさせて

いただきます。 

 まず、ひとり暮らし障害者安全対策事業

の親亡き後の考え方についてでございま

すけれども、障害者の親亡き後の対応をど

のように行っていくのかにつきましては、

非常に大きな課題であると認識しており

ます。国におきましては、障害者の生活支

援を地域全体で行う体制づくりが求めら

れているとした上で、グループホームなど

といった地域移行の推進などを進めてお

りますけれども、グループホームに関しま

しては受け皿の問題でありますとか、障害

のある方の特性にもよりまして、本当にグ

ループホームがその方にとって合ってい

るのかどうかというような見極めという
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ことも大切であると考えております。担当

といたしましては、まずは、平成２９年度

に地域生活支援拠点の整備を行ってまい

りたいと考えており、その後もどのような

対応策が取れるのか検討してまいりたい

と考えております。 

 次に、地域生活支援拠点の旧商工会館へ

の移転後、どのような形態になるのか具体

的にというお問いだったと思います。 

 地域生活支援拠点を開始するに当たり

ましては、開始後、相談が増加することが

見込まれます。現在の教育センターの１階

では、相談スペースの確保が難しいことか

ら移転を計画しているものであります。 

 現在、教育センターの１階にございます

障害者相談支援センターの移転後の機能

につきましては、基本的には現在の機能を

そのまま引き継ぐものと考えております。

旧商工会館は３階建ての建物であります

ので、各階ごとに申し上げますと１階の部

分に障害者団体用の会議室、障害者団体用

の倉庫、障害者の店「陽だまり」、それか

ら相談室。相談室については、部屋数の増

室を予定しております。２階部分につきま

しては、摂津市障害者総合相談支援センタ

ー、茨木・摂津障害者就業・生活支援セン

ター、そして新たに実施を予定しておりま

す地域生活支援拠点といった摂津宥和会

の職員が業務を行う事務室を予定してお

ります。３階部分につきましては、倉庫と

することを予定しております。 

 現在、教育センターの１階部分で実施し

ております日中一時支援事業に関しまし

ては、ほかの事業者が実施を行っておりま

す放課後等デイサービスや、日中一時支援

の実施箇所がふえてきておりまして、そち

らで対応が可能と考えておりますことか

ら、移転に伴いまして廃止を予定しており

ます。 

 このように、現在の機能からの変更点と

いたしましては、日中一時支援事業を廃止

いたしまして、地域生活支援拠点を新たに

実施するものでございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 野村次長。 

○野村環境部次長 それでは、環境業務課

に係ります２回目のご質問にお答えさせ

ていただきます。 

 資源ごみ、特にアルミ缶の持ち去りの事

象に対する考え方ということでございま

す。 

 委員の先ほどのご質問の中で、アルミ缶

の持ち去りで月７万円ぐらいの収入があ

るということでお伺いさせてもらって、私

どもびっくりしておるんですけども。大体、

今アルミ缶を売却しても、キロ当たり数十

円という額になりますので、例えば７０円

とした場合でも７万円の収入を得ようと

すると約１，０００キロ、１トンぐらいの

量ということですので、ほかの収入もある

のか、もしくは他市も含めて、かなりの広

範囲で集めておられるのかなというよう

なことが考えられるのかなと思ってます。 

 そういう中では、他市でもこの件につき

ましては、さまざま悩みと言いますか課題

意識はお持ちでして、いろいろ情報交換も

してる中でございますけども、今各市の状

況で見ると持ち去り禁止の条例が制定さ

れるとことか、されてないとことかもござ

います。この辺に関しましては、要は廃棄

物としてアルミ缶が出された物について

の所有権が、住民から自治体に移行するの

か、それとも、ごみとして出された以上は

その住民からの所有権が放棄されたとい

うことで無主物といって誰の物でもない

ようなことということで、これまで裁判で
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も、判例が大きく二分しているというのが

現状ですので、そのような中、条例の制定

というのに関しては、昨今いろんな市でも

二の足を踏んでるようなとこもございま

す。 

 既に条例を設けておられるとこなんか

でも聞いてみますと、持ち去りについての

罰則規定を設けておられると。そのような

中で取り締まりを行っても結局、相手が逃

げていくと。逃げるのも住宅街の中ですの

で、見通しの悪い道であったり、一方通行

を逆走したりとか、結果として周辺住民に

危険な状況を生むようなこともあるとい

うことで、なかなか取り締まりまでできて

ないというような悩みも聞いております。 

 摂津市では今のところ、その条例を設け

ておりませんけども、自衛策としましては、

市職員によるパトロールであったり、持ち

去り禁止の看板、日本語も含めて多国語の

言葉で持ち去り禁止の言葉を入れておっ

たりしてます。あと、資源の回収につきま

しては、委託業者になっておるんですけど

も、従前、市の職員で回収しておったとき

は、資源物の回収は昼からということでし

たが、業者に委託してからは早い時間、午

前中から回収する場所もありますので、実

情としては減ってきてるのではないかと

思われるんですけども、実態として今でも

あるというのは認識しております。 

 そのような中、住民の方々にご協力をお

願いしていることとして、自治会であった

り子ども会、老人会で集団回収ということ

で、資源の集団回収を実施してもらってい

ますので、資源物に関しては、できれば集

団回収で出していただいて、団体の活動資

金に充ててもらうのが一つの方法かなと

いうことで、そちらをご案内をさせてもら

っている状況です。 

 以上です。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木環境部参事 それでは、環境センタ

ーに係ります２回目の質問のごみ処理の

広域化の状況についてご答弁申し上げま

す。 

 ごみ処理の広域化は、将来の人口減少を

踏まえまして、広域化は重要であると考え

ており、本市の炉の耐用年数が平成４０年、

茨木市の炉の耐用年数が平成３８年とい

うことで、炉の更新時期が近いことから広

域化の処理により、効率的、効果的に進め

ていくことを目的に、平成２６年度から本

市と茨木市で広域ごみ処理連絡調整会議

を立ち上げ、課題をいろいろ検討してまい

りました。 

 こうした中、平成２８年１１月２１日の

第１４回目の協議におきまして、茨木市よ

り新たな提案が突然示されました。その内

容といたしましては、焼却炉の建てかえ更

新ではなく、現行炉の延命化により広域を

考えていきたいという内容でございまし

た。当初、両市の炉の建て替えという話で

広域化の協議を進めてまいりましたが、話

が大幅に変わってくることから、本市とい

たしましては、茨木市の炉の更新の場合は

引き続き協議会の継続、延命化を選択され

ました場合はまた一から協議会を開催し

検討していく必要があると茨木市にお伝

えしております。現在、茨木市が更新でい

くのか延命化でいくのかの判断を待って

いる状況でございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 それでは、地盤沈下

の測量につきましてのご質問にお答えい

たします。 

 平成２１年度までは、鳥飼基地の周辺の
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地盤沈下の測量につきまして大阪府が実

施しておりましたが、地盤沈下が鎮静化し

てきたこと、また府の事業の見直し等ござ

いまして、平成２２年度以降は未実施のま

までございます。 

 平成２９年度以降、市独自で地盤沈下の

調査を開始することにつきまして、過去の

調査の継続性というものを考慮し、府が調

査していた測量ポイントを引き継ぐ形を

原則として、今後、国土地理院と協議を行

いながら調査の測量ポイントを選定して

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それではまず、斎場がい

っぱいで市民の方が利用できない状況が

あるということでございます。 

 斎場につきましては、三つの火葬炉がご

ざいまして、ローテーションで５枠を設定

しております。まれに５枠がいっぱいにな

る場合がありますけれども、一応、平成２

７年度で年間７６６件でございます。１年

３６５日ですので、大体平均すると２枠か

３枠いうところが一日の平均になってお

りますので、今のところはそれほど火葬に

影響が出るような状況ではないと考えて

おります。 

 ただ今後、団塊の世代の高齢化が進んで

まいりますので、今後も件数が増加すると

思われます。そういった場合には、市外者

の料金の値上げでありますとか、何らかの

利用の制限を加えるなど、そういった対応

をしてまいりたいと思っております。 

 続きまして、メモリアルホールの稼働率

１００％を目指すべきではないかという

ことと、社会の状況に合った葬儀会館にと

いうことでございますけれども、これにつ

きましては、本市の第５次行政改革実施計

画で、メモリアルホールの民間譲渡を含め

た葬祭事業のあり方の見直しの検討を今

うたっております。 

 メモリアルホールにつきましては、平成

１０年オープン当時は市内にそういう会

館がなく近隣にも少ない状況でございま

した。その当時は、公立で葬儀会館を持つ

意義はあったと思いますけれども、近年、

家族葬の流行とか、あと近隣に民間のホー

ルができている状況でございますので、公

立で葬儀会館を持つ意義は、だんだんと薄

れてきているのかなと思っております。ま

た、インターネットが普及しまして、葬儀

市場に競争原理が働いている今、先ほども

言いましたように、民間でも良質で安価な

葬儀が提供できるようになりましたので、

将来的には、市が葬儀事業に関与すること

なく、民間にお願いできるところは、お願

いしたいと担当では考えております。 

 したがいまして、メモリアルホールの改

修等々を検討する前に、民間譲渡の可能性

をまずは、探ってまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、概要

７６ページ、鳥飼なすの収穫量のご質問に

お答えいたします。 

 まず、鳥飼なすの供給量につきましては、

最盛期の大正から昭和にかけましては、市

内に栽培農家は６０軒前後ございました。

かつては、大阪市内に出荷されましたりも

しておりました。しかし、ほかのなすに比

べて、栽培に非常に多くの水と肥料を必要

とするほか、連作障害と申しまして、同じ

場所で２年続けて植えることができない

ということがある上に、栽培に非常に手が

かかりますことから、昭和４０年代以降は、
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わずか１軒だけが生産を行うような状況

であります。市の保存事業といたしまして

も、平成６年以降、鳥飼八防地域にありま

すけれども保存畑、１か所で委託栽培を行

うのみとなっております。 

 委員おっしゃいますように、最終的な目

標といいますか、望ましい姿といたしまし

ては、各家庭の食卓でもっと身近に家族全

員で鳥飼なすを市の特産品ということで

食べていただきたいという思いはもちろ

ん持ってございますし、摂津のブランドと

してもっと広く発信していきたいという

思いも、もちろん持っております。しかし、

現在では、絶対的な供給量は到底確保でき

ていない状況でございます。 

 供給先といたしましては、生なすは小学

校や幼稚園、保育所に食材の提供、それか

ら、市内老人施設７か所に提供させていた

だいてるほか、コミュニティプラザ内のレ

ストランで食材の提供をさせていただい

てます。あと、ワイン漬け、漬物ですけれ

ども、そちらの大半は、農業祭での販売に

当てさせていただいております。過去には、

北大阪農協を通じて市内の３スーパーで

数としてはわずかでございますけども、販

売を行ってきた経緯もございます。ただし、

北大阪農協がコープ事業から撤退されま

したこととか、あと商業ベースに乗せるた

めには、安定供給が非常に難しいことなど

によりまして、現在はスーパーでの販売は、

非常に困難な状況となっております。 

 鳥飼なすの栽培そのものが抱える現在

の課題としましては、保存畑の確保の問題、

土地の確保の問題、それから、栽培を委託

しております農業振興会の会員の高齢化

の問題、それから、今現在わずか１軒で行

っていただいております栽培農家の担い

手の問題等々がございまして、今現在はど

うすれば鳥飼なすを絶やすことなく、後世

に受け継ぐことができるのかといった大

きな問題に直面しております。 

 したがいまして、市としては、まずは栽

培のノウハウを確実に後世に継承して、担

い手を確保していく方策が、最優先課題で

あると現在は考えております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、産業振

興課に係ります２件のご質問、答えさせて

いただきます。 

 まず、企業立地の件でございますけれど

も、まず摂津市におきましては、企業立地

の制度に関しまして、家屋、土地、償却資

産に係ります固定資産税の２分の１を５

年間、奨励金として交付しており、一社に

関して、１億円を限度とさせていただくと

いう内容になっております。 

 この企業立地、企業誘致に関しましては、

やはり全国的にも取り組まれおりまして、

大阪府内におきましても、今手持ちの資料

ですけれども、府内でも２１市が何らかの

制度をお持ちであり、北摂におきましては、

池田市を除きます６市で同様の制度をお

持ちでございます。制度の中身につきまし

ては、若干違うところもございますけれど

も、大体、税の優遇、奨励制度ということ

が大半でございます。 

 本市につきましては、固定資産の２分の

１ということですけれども、他市も同様に

固定資産税の優遇ということで今申し上

げましたけれども、面積要件が１，０００

平米以上であるとか、そういった規定を設

けておられるところもございますけれど

も、本市につきましては、建物に関する面

積要件にしましても、１５０平米から１０

０平米に緩和しており、また土地の面積要
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件も廃止するなど、こういった面積条件等

につきましては、かなり緩やかといいます

か、比較的低い、参入していただきやすい

制度となっております。 

 今後ですけれども、これ以外に何かイン

センティブといいますか、そういったもの

はないかということでございますけれど

も、以前も今後のことも考えまして、いろ

いろ検討していかなければならないとい

うことを申し上げましたけれども、一つは

面積要件も緩和しているということと、あ

とほかのところは、固定資産税以外にも制

度の助成の対象としているところもござ

いますので、その点、摂津市としてどこま

でできるのか、何ができるのかということ

も、今後また考えていきたいと思います。 

 続きまして、スクラッチカードの件でご

ざいますが、今までの取り組み、意見も含

めてどうだったのか、今後どうしていくの

かということでございます。この際ですの

で、少し平成２８年度の取り組みの状況も

含めまして、ご説明させていただきたいと

思います。 

 今年度、実施いたしましたスクラッチカ

ード事業につきましては、期間としまして

は１１月１０日から１２月１０日の１か

月間に限った実施でございました。発行枚

数は５万枚で的中率といいますか、当たり

の確率は４０％に設定しております。参加

店舗につきましては、１８７店の店舗が参

加していただきました。期間中のスクラッ

チカードの配布状況といたしましては、参

加１８７店舗のうち約８３％が全て配付

され、早いところでは、開始当日になくな

ってしまったというところもございます。

配付につきましては、業種や取り扱い商品

によって大きく異なっておりまして、カー

ドが残っている店舗の業態、立地状況につ

きましては、高額な商品を扱っておられる

店舗でありますとか、反対に商品単価が低

く１回の買い物で５００円に満たない場

合、また周囲に店舗がなく住宅街に１軒ぽ

つんと建っている店舗につきましては、若

干カードが残ったと聞いております。 

 あと、当たり券の換金状況についてなん

ですけれども、換金の総額としましては４

００万円の予算で設定しておりましたけ

れども、換金の請求につきましては、実際

２５８万５，０００円で、使用割合は約６

５％となっております。当初見込んでおり

ましたよりも、かなり使用率というのが悪

く、再度、その当たり券を持って買い物に

行っていただいたという方は、少なかった

ということになっております。あと、はず

れ券のサービスをいろいろ提供していた

だいたとお聞きしております。 

 あと、そのほか店舗アンケートをとって

おりますけれども、そこから数件ご意見と

してご報告させていただきますと、事業効

果についてお伺いしましたところ「効果が

なかった」との回答は全体の１割程度で、

９割が「何らか効果があった」とご回答い

ただいております。中でも「客とのコミュ

ニケーション強化につながった」という意

見が半数以上ありまして、「新規顧客の獲

得につながった」また「売上が増加した」

というような意見をお伺いしております。

客の反応としましては、「老若男女問わず

結構楽しんでおられた」「楽しかった」ま

た「当たりが多かったのでよかった」とい

うようなご意見も聞いております。次年度

以降、同様の事業を行った場合、参加する

かどうかについてお伺いしましたところ

「参加する」とお答えいただいたのが約８

５％、「参加しない」「わからない」が１５％

という結果でございました。 
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 先ほども申し上げましたけれども、今年

度は１年目ということもありまして、広く

周知していこうと思いながら取り組んで

おりましたけれども、なかなかやはり一般

の方、お店の方、知らないという人が多か

ったというような意見を聞いております

ので、来年度につきましては、わかりやす

いチラシといいますかリーフレットの作

成や、また、広報誌、インターネット等を

通じて、広く発信、周知していきたいと考

えております。まず、やはり買い物に行っ

ていただくこと。また、当たり券で再度の

買い物、またはずれ券を持って新たな店に

訪れていただくということがこの事業の

大きな目的でございますので、今年度の反

省も踏まえまして、一つ一つ平成２９年度

も取り組んでいきたいと思っております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 それでは、３回目の質問さ

せてもらいます。 

 資源ごみの件ですけれども、先ほど持ち

去りの件ご答弁いただきました。条例の話

もしていただきました。市民の中には、な

ぜ声が上がるかというと、例えば、真夏の

暑いときに汗を流しながらケースを出し

てるとか、真冬の零度、氷点下のときに、

ケースを出して、また汚れたらそれ洗って、

またそれをしまうという、その作業で心情

的な部分があるわけです。やっぱりそうい

う市民の心情というのは、やっぱり大事に

していかなければならないと思いますし、

先日、ごみ減量等の推進員の懇談会のとき

でも話が出たのが、うちの自治会でも話が

出てるのが、ごみのかご出しは、市からは、

自治会で運営してくださいという形にな

ってるわけです。どういう形でケースを出

すかというのは、自治会任せになってるわ

けですよ。それは、自治会に加入をしてる

人たちだけで回してる自治会もあったり

とか、全世帯が持ち回りでされてるところ

とばらばらなんですよね。それは、一番最

初に市から自治会に対して、こういう形で

お願いしますと自治会にはっきりと言わ

ないから、自治会任せにしてるからですよ。 

 うちの自治会は、自治会に入ってない方

は、そのケースを出さないということにな

ってるわけです。いうたら、自治会に入っ

て班長になった人が出すから、自治会に入

ってない人は、自然とケースは出さないと

いうことになってるわけですよ。そうなる

と、ケースを出す人からすると、心情的に

ケースを出さない人が、そこのかごに入れ

るのは、やっぱり納得いかないという声が

あるわけですよ。それを市民ですから、市

の担当に電話をされて、よく言われるのが

「税金払ってるんやから、出されへんの

か。」ということで、問いがあるわけです。

市としては「いや、出してください。」と

いうことを言うわけですよ。ほんだら、そ

こに出されてる人からすると、それは仕事

をしてないのに、出されたら納得いかない

という心情的な部分があるわけです。 

 私が言いたいのは、多くの自治会長から

も言われるのが、そこで市が独自で判断せ

ずに、自治会に振ってほしいと言うわけで

す。それは、ごみのことだけじゃなくて、

さまざまな日常の日々のことについて、す

ぐに役所で判断をせずに、自治会に振って

もらって、自治会で判断をするという声が

自治会長の中ではあるわけです。 

 やっぱりそこは生活の中で、矛盾をした

りというところがあるんで、その点はごみ

の件だけじゃなくて、さまざまな日常生活

の中で少し考えていただいて、すぐに、個

人の部分というのは、そのときに答えを出

して判断をしなければならないと思うん
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ですけれども、地域でまとまって行ってい

ることというのは、時間をおいていただい

て、自治会でと考えていただきたいと思う

んです。ぜひとも、今各自治会でもう、ば

らばらになっているところを、そしたら自

治会に加入してる人だけでごみのケース

を出してるところに全ての世帯の人で輪

番制でごみのケースを出してほしいと言

われても、既にそうなってるところを説得

に行っても、なかなか話はまとまらないん

です。行政側が、例えば地域にお願いする

ときでも、よく考えて進めていただきたい

と思うんです。ここにおられる方のときで

はないので、もしこれから、そういう話が

出てくるときには、そういう形でお願いし

たいと思います。 

 ＬＥＤの防犯灯ですけれども、これもそ

うです。自治会から離すんじゃなくて、や

っぱり自治会から上げていただくような

形をもっとつくっていただきたいという

ことを言ってるんです。自治会も防犯灯の

管理運営という部分がなくなりまして、広

報も業者の全戸配布という形になって、自

治会が配布をするという作業もなくなり

ました。自治会からすると「いや、面倒く

さいねん。」ということもあるかもわかり

ませんけれども、けども一方では、そうい

う作業とか自治会が住民にかかわってる

部分というのがなくなって、市がそういう

サービスをどんどん、どんどん提供してい

くと自治会のあり方というか、自治会が必

要だということがだんだんなくなってく

るわけですから、その点、私は、基本は自

治会だと思ってますので、そういう形をぜ

ひとも取っていただきたいと思います。 

 山田川の運動広場ですけれども、ご説明

をいただいて、個人の方は当日ということ

でありますけども、なかなか公園ではボー

ル遊びはいけないということになってま

すから、子どもからすると自由にキャッチ

ボールができるという場所がないわけで、

そういうことができるということで、山田

川の運動広場というのはつくられたと思

いますので、ぜひともこれからも、もっと

気軽に来やすいような、そういう施設を運

営していただきますように、よろしくお願

いしたいと思いますし、これからは恐らく

マンションも建つということであります

から、そういう方がもっと利用しやすいと

いう形をつくっていただきたいと思いま

す。 

 総合体育館の件ですけれども、スポーツ

広場に総合体育館ができることによって、

今までに屋外スポーツ、スポーツ広場で行

ってたその競技、その団体が反対に今度は

他市に行かないように、ぜひとも屋外のス

ポーツ施設というのは、ぜひとも考えてい

ただきたいと思いますし、今まで屋内スポ

ーツを摂津市内でする場所がなかったん

で、摂津市の団体が他市の施設を使ってた

から、総合体育館をつくるということにな

ったわけですから、それが反対に屋外のス

ポーツ施設が摂津市内でなくなって、それ

が他市で利用するということになったら、

ただ屋内スポーツ施設をつくっただけで、

そのしわ寄せが屋外のスポーツになると

いうことにならないように、ぜひともお願

いしたいと思います。 

 民生委員の件ですけれども、ご努力をさ

れてるのはよくわかります。何とか定員い

っぱいになって、一番は不都合にならない

ように、区域を隣の方に見ていただいたり

と、実際にはなってますので、そうなると

自分の区域と別の区域を２つを持つとい

うことで、負担になるということですから、

極力早く欠員状態になっているところは
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見つけていただいて、民生委員の中で負担

がないように、ぜひとも考えていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 そしたら、観測点の件ですけれども、こ

れはぜひとも、以前に摂津市内であったと

ころは、全てお願いしたいなとは思ってる

んです。その辺は、どういう形になるかと

いうのはありますけれども、できる限り観

測地点をつくっていただきますように、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 斎場に関してですけれども、市外者の料

金値上げということも、今ご答弁にいただ

いたんですけれども、またそういう部分も、

検討していただくほうがいいのかなとは

思ってます。摂津市内の方が利用できない

というのはないように、その点は考えてい

ただきたいと思います。そのためには、ど

うするのかがいいのかというのは、申しわ

けないんですが、ぜひとも考えていただい

て、またこれから、団塊の世代の方がご高

齢になって、斎場を利用するということが、

ふえてくるだろうと思いますので、そうい

うことも想定しながら、摂津市だけではな

くて、近隣市全て含めて考えていただきま

すようよろしくお願いします。 

 葬儀会館、メモリアルホールの件ですけ

れども、民間に譲渡をということのご答弁

もいただいております。これも社会の状況

に合った葬儀というのがありますけれど

も、良くなるようによろしくお願いしたい

と思いますし、そこには、今まで市民の税

金というのが投入をされてますので、その

辺は考えていただきますように、よろしく

お願いします。 

 それとメモリアルホールの中の規格葬

儀がございますけれども、少し耳にしてる

のが、規格葬儀の中でも、葬儀屋によって

違うというのを耳にしてます。例えば祭壇

が決まってるにもかかわらず、違う規格に

なってるというところがあるそうです。そ

の辺は、やっぱり料金が一緒であれば、そ

ういうことがないように、よろしくお願い

したいと思いますので。 

 それでは、炉のごみの広域化の件ですけ

れども、今、茨木市で炉の延命か更新かと

いうことで、それが出てからということで

ありますから、摂津市もずっと炉の延命と

いう形でずっときてます。例えば、茨木市

も摂津市と同じように延命、延命というこ

とになってきたときに、どこでどう判断を

すべきかというところが必要になってこ

ようかと思います。市民の日々の生活にか

かわることですから、結局、他市を待って、

摂津市が焼却炉自身が手つかずになった

りとか、例えば手おくれになったりとか、

どうしようもいかなくなるということが

ならないように、タイミングを図りながら

進めていただきますようお願いします。 

 鳥飼なすの保存の件ですけれども、今は

鳥飼なすのつくり方を継承するのが優先

であるということであります。理想という

ことでありますけれども、できたら私も全

国的に鳥飼なすという名前を発信できる

ようにとは思ってます。 

 今ふるさと納税で各市町村が地元の名

産品をふるさと納税でということで出さ

れたりしてます。総務省からは、行き過ぎ

たことがないように言われてますけれど

も、この前、新聞で書かれてたのは、総務

省がそういう通達を出しても、全然変化が

ないと。ふるさと納税に対しての謝礼品、

それが全然変わらないからということで、

例えば、入ってくるふるさと納税の金額が

少ない市町村が、今度はシフト変えをしよ

うかということで、名産品を出していこう

という新聞記事が載ってました。 
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 摂津市も例えば、鳥飼なすを活用して、

ふるさと納税していただいた方にとか、そ

ういうことをやっぱり考えていくべきで

はないかなと思うんです。今、収穫という

部分がありましたけれども、その点、例え

ば摂津市でふるさと納税に出すという考

えがないのか。副市長がおられますから聞

かせいただきたいと思います。 

 企業立地の促進の件ですけれども、今、

市町村間の競争が激しくなってます。やっ

ぱりそれは、その競争にやはり負けないよ

うな形で、例えば今まで制度をつくってて、

それが先進的なといいますか、ほかの市町

村が行ってない制度であったら、それでよ

かったと思います。でも、制度っていうの

は、市町村の競争でその上をいこう、いこ

うという形になってると思いますので、摂

津市もそれはつくってましたけども、他市

に比べてそれ以上のものを、やっぱり考え

ていかなければならないと思いますので、

その点もぜひとも考えていただきたいと

思います。 

 スクラッチカードですけれども、今いろ

いろご説明いただいて、ぜひとも、平成２

８年度よりは平成２９年度いい形になる

ようなスクラッチカードを事業として実

施をしていただきたいと思います。できた

ら、摂津市内の人が摂津市内で購入するだ

けにとどまらず、摂津市外の人が摂津市内

でお金を落としていただくような、そうい

うような施策をぜひとも考えていただき

たいと思います。 

 最後は副市長に。 

○上村高義委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、鳥飼なすに関し

まして、ふるさと納税というお話がござい

ました。 

 何回か答弁の中で鳥飼なすの部分につ

いての安定供給がなかなか難しいという

のがまずあります。そういう意味からして

も、ふるさと納税の景品には当たらないん

ではないんかなと思います。 

 もともと根本は、ふるさと納税、いわゆ

る市税そのものは、要は、現住所で払って

いただく。実際に地方から都会に就職をさ

れて、都会で住まれて、そこで税金を納め

る。でも、しっかり自分にはふるさとがあ

って、そこに対して何らか税金を納めたい

というようなことが趣旨でございます。今

のふるさと納税を見ますと景品目当てに、

ふるさとに納税されるという傾向が大に

なっておりますので、このふるさと納税に

ついては、私自身としては疑義があるよう

な感じをもっております。 

 そういう意味からして、まず摂津市は景

品をつけておりません。これについては、

今後、変わりはないと私どもは考えており

ます。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 今、副市長からご答弁いた

だきましたけれども、疑義があるというこ

とですけれども、総務省の通達から地方の

市町村には、過剰な景品を提供しないよう

になってるにもかかわらず、それが変わら

ずになってるというのが現状であります

から、名産品がなかったりとか特産品がな

かったり、これといった具体的なものがな

いというところでさえも、シフトを変える

ことになってきてるようであります。これ

は、総務省が、はっきりと徹底をさせない

からということがあろうかと思いますの

で、それも他市の状況、全国的な部分も見

ながら、摂津市としてはどういうことを考

えていかなければならないということも

考えるべきだと思いますので、要望とさせ

ていただいて終わりたいと思います。 



- 36 - 

 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 平成２９年度の予算

につきまして質問させていただきたいと

思います。 

 まず、歳入で２点でございます。 

 １点目は、予算書３１ページになります。

テニスコート使用料です。いろいろと体育

施設に関する使用料は出ておるんですけ

れども、ほとんどの場合が同程度。あるい

は、若干の減額というところが見込まれて

る。その中で、テニスコートに関しまして

は、くすの木公園もあるいは柳田テニスコ

ートにつきましても、物すごく大きな増額

というわけではないんですけれども、平成

２８年度がくすの木の場合は４８０万円

ですかね。柳田テニスコートが４１０万円

だったところが、平成２９年度につきまし

ては、くすの木公園が５２０万円、柳田テ

ニスコートが４８０万円という見込みを

もっておられます。この増額の見込みとい

うものが、どういった内容になるのか少し

お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、このテニスコートのことにつ

きましては、柳田テニスコートなんですけ

れども、かつて辻局長が担当の課長であっ

たときに、落雷対策等について、どうなっ

てるんだろうかということで、確か本会議

だったと思いますけれども、一度質問をさ

せていただきました。その際には、一定の

配慮がなされてるんだということではあ

ったんですけれども、ただそのことが完全

にご利用の方の安心につながってるのか

なということで少し改善の見込みがある

のかなと感じておったもので、今現在、お

わかりの範囲で結構なので、そういったこ

とについては、どのような対応がなされて

おられるのか、現状確認をさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 ２点目ですけれども、予算書の４５ペー

ジなります。商工費府補助金の中で、地方

消費者行政活性化交付金でございます。こ

れは、平成２８年度が９１万４，０００円

を見込んでおられたんですけれども、平成

２９年度につきましては５７万円となっ

ております。恐らく取り組むメニューが変

わってきてるのかなと思っておりますけ

れども、この内容につきましてもお聞かせ

をいただきたいと思います。 

 ここからは、概要でお願いしたいと思い

ますけれども、歳出に関しましては、まず

概要の２４ページになります。自治連合会

の研修会の補助でございます。これは、決

算のときにもお聞かせいただきましたけ

れども、平成２９年度は、どういったこと

を考えておられるのか。 

 それと、代表質問でもお聞かせいただい

たんですけれども、加入率の促進について

は、一体どのようなことをお考えなのか。

かつては、防災マップをつくられたところ

があって、そういった取り組みについても、

紹介をしていただくようなことがあった

と思っておりますけれども、自治会加入促

進といった観点から、どのような取り組み

を平成２９年度はお考えなのかお聞かせ

いただきたいと思います。 

 続きまして、概要の２６ページ。市民活

動支援事業でございます。 

 まずは、市民公益活動推進委員会がござ

いますけれども、この構成メンバーはどう

なってるのか、それと、これは議案第９号

に関係するんですけれども、この市民公益

活動推進委員会委員の報酬でしたかね。今

回、第９号の中で１１万７，０００円の減
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額となっておりますが、これは、なぜこの

ようなことになったのかお聞かせいただ

きたいと思います。 

 あわせまして、市民公益活動の補助金な

んですけれども、今回１５０万円の計上で

ございますが、この内容についてもお聞か

せいただきたい。 

 あわせて、議案第９号で、この項目につ

きましても５３万５，０００円の減額とな

っておりますので、この内容についてもお

聞かせいただきたいと思います。 

 概要の４０ページに飛びまして、摂津ふ

れあいマラソン大会事業でございます。こ

れは、決算のときにも少し聞かせていただ

きましたけれども、子どもの参加費のこと

なんです。ついこの間、マラソン大会がご

ざいましたので、まだ平成２９年度の大会

のことについて実行委員会の中で、恐らく

詳細については詰めておられないのだろ

うとは思っておりますけれども、平成２９

年度について子どもの参加費といったも

のは、やっぱり求めていく方向なのか。も

し、おわかりのところがあればお聞かせい

ただきたいと思います。 

 続いて、同じく概要４０ページです。総

合体育館建設事業です。つい先日、若干の

スケジュールといいますか、変更について

ご報告いただきました。審議会の当初の予

定といったものが、おおよそ１か月後ろに

伸びたというようなお話であったわけで

ございます。 

 私も、この総合体育館につきましては、

かつて一般質問の中で本会議でもふれさ

せていただいたことがあったんですけれ

ども、その当時というのは、まだ吹田操車

場の跡地に国立循環器病研究センターが

やってくるということが決まる前に、あの

場所に何もできないわけですから、総合体

育館がつくれるんじゃないかということ

で一度提案をさせていただいた覚えがご

ざいます。その後、操車場の跡地の活用が

決まっていって、その中で総合体育館が出

てきたわけです。昨年の９月の市長選挙の

際にも市長がやはり夢づくりということ

で、この総合体育館については思いを語ら

れて当選されたわけで、その体制の中で市

政が運営されているんですけれども、先ほ

ど森西委員もおっしゃっておられました

けれども、やはりスポーツ広場が実際にあ

るわけで、そこでは屋外スポーツを多くの

皆さんが楽しまれてるという状況がある

わけです。そういった状況の中で総合体育

館つくるとなってくると、やはり代替のこ

とも含めて相当な事をやっていかなあか

んと思います。 

 ですので、私は別にスケジュール感なん

ですけれども、もう丁寧に議論を行った中

で、スケジュールについても柔軟に対応し

てもいいんじゃないのかなと思っており

ますし、その点について、どのようにお考

えなのか少しお聞かせをいただきたいと

思います。 

 続きまして、概要の４２ページです。コ

ミュニティソーシャルワーク事業でござ

います。これも決算のときにもお聞かせい

ただきましたし、今まで何度かお聞かせい

ただいておるんですけれども、確か決算の

ときには、延べになりますけれども大体４，

０００件ぐらいの案件を抱えておられる

んだと。常時、５０から６０ほどの案件は

抱えてる状態というお話があったと思い

ます。２０２５年問題という言葉が、本当

にクローズアップされてきてるように、こ

れからどんどん少子高齢化といったもの

が進んでいく中で、やはり地域の中でコミ

ュニティソーシャルワーク事業といった
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ものの重要性は増してくるんだろうなと

思います。そういったことを見据えた中で、

今後どのような対応を体制づくりも含め

て取られていくのか。少しお聞かせをいた

だきたいと思います。 

 それと、中学校区単位での地域ケア会議

にも、このワーカーの方が参加されてると

お聞きをしておりますけれども、平成２９

年度もやっぱりそういったことをされな

がらやっていくのか。その関係づくりにつ

いても少しお聞かせいただきたいなと思

います。 

 それから、同じく４２ページになります。

地域福祉活動支援センター事業について

です。これも決算のときにもお聞かせいた

だいたんですけれども、要支援者に対する

プランの作成ということを取り組みの一

つとしてされてるのかなと思っておりま

すけれども、これも今後を見据えた中で、

一体どのような取り組み、体制づくりをさ

れていくのか、少しお聞かせいただきたい

なと思います。 

 それから、要支援者の方に対して、プラ

ンの作成以外で何かアプローチするよう

なことがあるのか。少しその点についても

お聞かせいただきたいなと思います。 

 それから、概要４４ページになるんです

けれども、せっつ高齢者かがやきプランを

平成２９年度策定に向けて動かれるとい

うことでございますけれども、今度の新し

いせっつ高齢者かがやきプランについて

は、一体どんな視点で策定をされていかれ

るのか。少し大きな話になるかもしれませ

んが、お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、概要の５２ページ。障害者雇

用助成事業でございます。これに関しまし

ては、今までの実績と平成２９年度の方向

性というか方針についてお聞かせいただ

ければなと思います。 

 それから、協力していただいた事業所に

関しましては、２か年で助成金が支給され

ると思っておりますけれども、その後も継

続して雇用をしていただけるような、そう

いったことについてもしっかりと事業所

の確認といいますか、されておられるのか。

その点についても、お聞かせいただければ

なと思います。 

 続きまして、概要の６０ページでござい

ます。レセプトの点検でございます。これ

は、平成２９年度の主要事業の中でも取り

上げられておりまして、診療報酬明細書の

点検強化ということになってるんですよ

ね。こういったことに至ったその背景につ

いて、経緯といいますか。少しまずは、お

知らせいただければなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、概要の６４ページ。感染症

予防事業。その中の各種予防接種でござい

ます。今回お聞かせいただきたいのは、ポ

リオワクチンの５回目の接種について、何

らかの勧奨であり助成はできないかとい

うことについてお聞かせいただきたいと

思います。既に皆さんご存じのとおり、ポ

リオワクチンにつきましては、１回目が３

か月に行われて、２回目が４か月。３回目

が５か月から１１か月の間に。４回目が１

２か月から２３か月の間にされまして、４

回で終わりなんです。他の国を見ておりま

すと、結構４歳から６歳で５回目の接種を

行ってる国があるんです。これは私がお聞

きした話なんですけれども、就学前の段階

で５回目打つことによって、相当のポリオ

に対する抵抗力というんでしょうか。かか

りにくさといったものが格段に上がるん

だということをお教えいただきました。む

しろ、４回目が終わって、その後、何もし
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なければ、小学校に通う段階でも、相当に

ポリオに対する免疫が落ちてるんだとい

うお話もお聞かせいただいたんですけれ

ども、そういったことについては、どのよ

うにお考えなのか、この際お聞かせをいた

だければなと思います。 

 同じく６４ページで、これも何度もお聞

かせいただいておるんですけれども、３歳

６か月児健診の中における視覚の検査な

んです。これも平成２７年度の決算のとき

にも、まずは質問票に答えて実際に検査を

するとお聞かせをいただきまして、そこで、

もし何か要望があれば紹介状を書いてい

ただいて、専門的なところで検査をしてい

ただく。その後も、電話等でも確認をして

いただいてるということでございました。

紹介状が出たケースについて、その後、確

認したところ、およそ半数余りの方は、受

診をされておられるということでござい

ましたけれども、そしたらその４割強の方

は、どうしてるんだろうということが本当

に気になるところでございまして、そこに

対しても、やはり行政として手だてを打っ

ていかなあかんじゃないのか、その根本的

な原因についても、やはり考えていただき

たいということを決算のときに申し上げ

たと思っておりますけれども、費用の負担

ということも含めて、平成２９年度どのよ

うにお考えなのかお聞かせをいただけれ

ばなと思います。 

 それから、これは午前中から議論になり

ましたけれども、ごみの収集のことでござ

いまして、収集方法が変更になりました。

そのことによって、今まで不燃物として扱

っていたものが可燃物になったわけです

ので、相当な変化になってるんだろうなと

思っておりました。これは、１炉運転には

影響がないんだというお話をお聞かせを

いただいたんですけれども、それと関連し

て、やはり私も気になっているのが、この

広域化のことなんです。今、摂津市と茨木

市において、この広域化について議論をさ

れておられる状況にあるんですけれども、

ただ大事なのは、やはり摂津市は摂津市で

独自でやっていくんだということが基本

であるということをまずは持ちながら、し

かし広域化のことについて議論を重ねて

いかないと、私はいい結果が出てこないの

かなと思っておりますし、もう一回、茨木

市の方針は変わったというお話もありま

したので、そうなったときに、果たして茨

木市と手を組むことが本当にベストなの

かということについては、もう一度立ち返

ってもいいんじゃないかなと思っており

ますし、実際お聞きすると、これは正式な

話ではありませんけれど、吹田市も炉に余

裕があるというお話も聞いたりいたしま

す。そういったことも含めて、今後、これ

は担当課でするのは難しいのかもしれま

せんけれど、どういった方向で今後のごみ

の行政のことについて構築されていかれ

るのか。お聞かせをいただければなと思い

ます。 

 それから、概要の６８ページになります

けれども、環境美化事業でございます。こ

れも重点施策として取り上げられてるん

ですけれども、まずは単純に美化推進のボ

ランティア登録制度といったものは、どう

いったものになるのか。 

 それから、環境美化モデル地区といった

ものを設けていくんだというお話でござ

いましたけれども、そのモデル地区につい

ての考え方についてもお聞かせいただけ

ればと思います。 

 最後に、７６ページの市民農園設置事業

でございます。これも決算でお聞かせいた
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だきましたけれども、体験型の市民農園っ

ていうことにつきましては、本当に意味の

ある事業だということで私も思っており

ますし、そういった答弁を局長からいただ

いてるわけなんですけれども、その中で水

稲についても今後、体験型を広めていきた

いんだというお話があったと思いますけ

れども、今後どのようなお考えをお持ちな

のか、その点についてお聞かせいただきた

いと思います。 

 以上でお願いいたします。 

○上村高義委員長 答弁を求めます。 

 早川課長。 

○早川自治振興課長 それでは、自治振興

課に係りますご質問にお答えさせていた

だきます。 

 予算概要の２４ページ。自治連合会研修

会補助金についてご答弁させていただき

ます。 

 研修会については、例年どおり、研修に

行く予定になっておるんですけども、４月

２９日に自治連合会の総会がございます

ので、そこでお諮りして、最終的に定例会

も研修等も全て決定させていただきます

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、自治会加入の促進についてでござ

いますが、こちらにつきましては、加入率

向上に取り組む内容については、以前から

行ってます、さまざまな取り組みを行って

いく予定で考えておるんですけども、その

中で先ほど言っておられました防災マッ

プについては、引き続き自治会に案内はさ

せていただきます。今年度、自治会の組織

に関するアンケートというものを行って

おります。その中で、自治会加入率のいい

ところがございまして、そういったところ

の取り組みの内容を、ほかの自治会にご案

内等をさせていただきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、嶋野

委員の文化スポーツ課に係ります３点の

ご質問にお答えいたします。 

 まず１点目。歳入に関しまして、テニス

コートの使用料の増額の理由ということ

でございますが、平成２６年度、平成２７

年度決算のテニスコートの使用料の状況

を見ておりましたところ、平成２６年から

平成２７年度にかけまして、決算が増額と

なっております。その増額となっておりま

す状況を踏まえまして、歳入の面でも決算

額に近い形で増額とさせていただいた状

況でございます。 

 また、先ほどお問いのありました柳田テ

ニスコートの安全面のお話でございます

けれども、落雷に特化した形ということで

の安全管理については特に問題を把握し

ておりませんけれども、体育施設に関しま

しては、シルバー人材センターに指定管理

を行っておりまして、そちらのほうで施設

面、運営面での安全管理を行っていただい

ております。また、施設の不備等があった

り、市民の方に迷惑がかるような安全性が

保たれないような状況になるようであれ

ば、随時、修繕は行っております。指定管

理者で行っていただく修繕と施設全体の

大きな修繕ということになりますと、市で

計画的に行わなければならないと考えて

おりますので、そちらに関しましては、指

定管理者と市と連絡を密にして、修繕が必

要なところは、連絡をとり合っていきたい

と思っておりますし、今までもしてきてお

りました。 

 続きまして、マラソン大会についてでご

ざいます。マラソン大会につきましては、
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平成２９年度につきましても、今のところ、

雑入のところで参加料と、子どもに関しま

しても、積算上、計上させていただいてお

ります。前回の決算委員会でもお答えさせ

ていただきましたが、やはり実際に参加し

ていただくときに、タイムを計算するとき

に使用します計測用のチップであります

とか、経費がかかるということもございま

して、受益者負担という考え方で、子ども

ということではあるんですけれども、平成

２８年度も参加料をいただいておりまし

て、平成２９年度に関しましても、特にま

だ実行委員会で次年度のお話はしており

ませんけれども、市としましては、平成２

８年度と同様に、参加料をいただく形で今

のところは考えております。 

 次に、総合体育館でございますけれども、

総合体育館に関しましては、東京オリンピ

ック・パラリンピックが開催されますとき

までに、体育館を開設をしたいということ

で、スケジュールを進めていっております。

そこに関しまして、先ほど委員から、今後、

屋外スポーツへの影響というようなこと

も考えて、スケジュール的に柔軟に、もう

少し時間をかけてもというようなことで

あったのかと思います。先ほど、森西委員

のご質問にお答えさせていただいたとき

に、３月に審議会から答申をいただく予定

しておりますというお話させていただき

ました。その答申の内容を受けまして、市

でまた検討しまして、これから進めさせて

いただきますということをお答えさせて

いただきましたが、その内容の検討で、時

間がどれほど要するかということにつき

まして、当初のスケジュールどおり行けば

いいんですけれども、行かない場合もある

かもしれないということは考えてはおり

ます。しかしながら、今この時点で後ろに

ずらすということを前提で考えるのは、ち

ょっと難しいと思っておりますので、平成

２９年度予算に上げております基本設計、

実施設計委託に取りかかれるように担当

課としては、努力していきたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 私から保健福祉

課に係ります３点のご質問にお答えさせ

ていただきます。 

 まず、予算概要４２ページのコミュニテ

ィソーシャルワーカーについてのご質問

です。 

 平成２７年度の実績になりますが、対象

者が１１８人ということになっておりま

す。コミュニティソーシャルワーカーにつ

きましては、安威川以南と以北で２名を配

置して、この相談対応に当たっております。 

 高齢者の相談も増加しておりますが、相

談機関につきましてはコミュニティソー

シャルワーカー以外にも地域包括支援セ

ンターや、生活支援課で配置している自立

支援相談員など、相談内容によりそれぞれ

専門の相談機関におつなぎする対応をと

る中で、増加する相談に対して丁寧な対応

を心がけているところでございます。 

 今後ですが、それぞれの相談機関以外に

も、介護保険法の中でも生活支援コーディ

ネーターという職種の配置も出されてお

りますので、そういった専門的な相談機関

と調整を図りながら、今後の体制や人数等

について検討をしていく必要があると考

えております。 

 また、地域の方々との関係づくりでござ

いますが、地域ケア会議への参加もそうで

すが、それ以外におきましては地域からの

相談をできるだけスムーズにお受けでき
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るように、それぞれの地区で開かれていま

す民生児童委員の地区における協議会へ

参加をさせていただいて、市民からのご相

談を受けられる民生児童委員からの相談

を常にキャッチできるような体制をつく

っています。またそれぞれ旧小学校区ごと

で開催されていますいきいきサロンへの

参加もいたしますことで、高齢者の方とも

身近な顔の見える関係づくりをし、相談を

受け入れていきやすい体制をつくってま

いりたいと考えております。 

 続きまして、２点目の予算概要の６４ペ

ージの感染症予防事業についてです。ご指

摘いただきましたポリオにつきましては、

現在、ＤＰＴという破傷風、ジフテリア、

百日ぜきの三種混合とあわせまして四種

混合としてお受けいただいている状況で

す。 

 対象月齢につきましては、先ほど委員か

らご説明があったとおりです。 

 あと、接種が望ましい期間以外の法定の

範囲といたしましては、７歳半までとなっ

ておりますが、保健福祉課でも、あるいは

市内の医療機関でも基本的には接種が望

ましい期間ということで、２期は、１歳８

か月となっております。 

 接種が望ましい期間において接種いた

だくようにお勧めをしておりますので、そ

のように遅い時期、７歳になってからお受

けになられるという方は少ないと思って

おります。 

 抗体価が下がるといったご指摘につい

てですけれども、市といたしましては、国

で予防接種の部会がございまして、そちら

で予防接種に関する対象ワクチンをどう

するか、どういった時期に接種するのが望

ましいか、何回接種するのが望ましいか、

そのような議論をされている中で、５回と

いうのも議論の中には出ているように見

ておりますが、現時点においてはまだその

接種についての指示はございません。 

 また、日本以外の国においては３回目と、

追加の１回を年齢をあけてするというと

ころもあるようにお見受けしております

が、今の時点では、摂津市としましては国

の定期接種として進めさせていただきた

いと思っております。 

 これについては予防接種に係る健康被

害ということも懸念されるところでもご

ざいますので、そういった補償の関係も考

えますと、やはり国が定めます定期接種に

おける接種を進めていくというのが現時

点での考えでございます。 

 ３点目の６４ページの３歳６か月児の

視覚健診の件についてでございます。ご指

摘いただきましたように、３歳半の健診に

おいて、やはりランドルト環という検査の

指標が視覚に障害があって見えないのか、

あるいは発達的な面で、理解をし表現がで

きないのかといったところが、大変、３歳

６か月は難しい時期でもございますので、

市としては４歳時点で、もう一度、お電話

による勧奨ということで、確認等の対応を

とらせていただいております。 

 平成２９年度ですが、妊婦の全数面接事

業を開始しますので、健診の重要性といっ

たものを周知させていただくのにあわせ

まして、発達面での判断ができなくて、精

密検査が必要と言われている場合も多々

ありますことから、発達支援の機関であり

ますつくし園や家庭児童相談室といった

ところと連携をしながら、視覚健診で要フ

ォローとなったお子さんについての確認

等をしながら、できるだけ精密検査が必要

な方の事後についてのフォローに取り組

んでまいりたいと考えております。 
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 以上です。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 それでは、環境美化

事業に係るご質問にご答弁させていただ

きます。 

 まず、美化ボランティア登録制度でござ

いますが、これにつきまして多くの市民の

みずからまちを美しくしたいという意識

の醸成を図り、それを実践していただくこ

とで、本市のブランドの向上につながると

考えております。 

 美化ボランティアにつきましては、でき

るだけ多くの市民の方に登録していただ

きたいと考えております。もちろん個人だ

けではございません。事業所や団体の方に

も登録していただければいいかと考えて

おります。 

 登録していただいた方々が、いつでも、

どこでも、気軽に活動していただけるよう

な制度を考えております。 

 続きまして、美化モデル地区でございま

す。美化モデル地区につきましては、多く

の市民の目に触れるＰＲ効果の高い地区

をモデル地区として指定し、美化活動、美

化の啓発活動を中心に行っていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、嶋野委員

の高齢介護課に係わります２点のご質問

についてお答えさせていただきます。 

 １点目は、地域包括支援センターで、要

支援のプランの作成以外に、主にどういう

業務を行っているのかということでござ

いますが、地域包括支援センターは３職種

と呼ばれる主任介護支援専門員、社会福祉

士、保健師及び看護師等が配置されており

まして、例えば社会福祉士でしたら、高齢

者の方の権利擁護、虐待の防止、相談等、

あとご家族に対してその方々の財産等を

守ります成年後見制度の説明を、場合によ

ってはその支援等を行ったりしておりま

す。 

 また、保健師、看護師等の場合でしたら、

例えばいきいき体操の会等の健康グルー

プなんかがございますが、そういう健康グ

ループの活動の支援です。年に一回、発表

会みたいなものがあるんですけれども、そ

の支援を行ったりとか、あとは市内の介護

保険の事業所等、ケアマネジャー等に権利

擁護の研修等を行ったりしていただいて

おります。 

 日々、そういう活動の中でプラン等をつ

くる以外に、福祉制度に関してのご相談や、

ご案内等をしていただいたり、コミュニテ

ィソーシャルワーカー等が参加する中学

校区で行っている地域ケア会議にも参加

させていただいて、地域での課題に関して

の支援を行っていただいております。やは

り高齢者の方のご相談というのは地域か

ら挙がってくる場合が多くございますの

で、参加されているケアマネジャー等の支

援ということも含めて、地域ケア会議を行

っていただいたりと、高齢者の方の非常に

幅広い支援をしていただいているのが現

状でございます。 

 ２点目の第７期のせっつ高齢者かがや

きプランに関してどのような視点でとい

うことでございますが、第７期は２０２５

年の団塊の世代の方が７５歳になるまで

の第６期、第７期、第８期、２０１５年か

ら２０２３年までの９年間を、２０２５年

のあるべき高齢者像の実現に向けた取り

組みとして、セットに考えられておりまし

て、その中間期に当たるという考え方を国

としてはお持ちです。 
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 具体的には、２０２５年までに地域包括

ケアシステムをつくっていく、よく国は今、

訴えられているような内容でございます

ので、それを具体的に実現していくという

時期ではないかと思っております。 

 第７期に関しましては、もちろんこれか

らいろいろと議論させてはいただきます

が、地域の介護予防、例えば平成２９年度

から始まるつどい場事業等、そういう事業

をより拡大して、地域の受け皿をつくって

いくとか、あと平成３０年度から考えられ

てます認知症の初期集中支援チームの具

体的な活動等を考えていくとか、生活基盤

コーディネーター等の配置とか、そういう

ものも含めて具体的に平成３０年度から

実行する事業を具体化するのが平成２９

年度のせっつ高齢者かがやきプランの一

つの形ではないのかなと思っておりまし

て、介護予防を中心に、地域づくりをどう

していくのかという視点が中心になるの

ではないかと思っております。 

○上村高義委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 それでは、障害者雇

用助成事業にかかわりますご質問にお答

えさせていただきます。 

 この事業の内容といたしましては、公共

職業安定所の紹介により、摂津市在住の障

害者を常用労働者として雇用して、国制度

であります特定求職者雇用開発助成金の

支給を受け、国の支給期間終了後も継続し

て当該障害者を雇用する事業主に対して

障害者雇用助成金を支給しているもので

ありまして、重度の障害者に対しましては

支給期間２４か月で月額５万円、重度以外

の方に対しましては支給期間が１２か月

で月額３万５，０００円を支給しているも

のであります。 

 実績といたしましては、平成２８年度が

お一人、平成２７年度がお二人の方が該当

となっております。 

 今後も継続的に事業を実施してまいり

たいと考えております。 

 また、市からの障害者雇用助成金の支給

期間が終わった後の事業所に対する確認

を行っているかという問いだったと思い

ますけれども、こちらにつきましては定期

的な確認は行っておりませんが、ただその

後も継続して雇用をしていただいている

とは聞いております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 予算概要６０ペ

ージ、レセプト点検事業についてお答えし

ます。 

 生活保護における医療扶助の割合は、平

成２７年度決算で総額２７億６，１５９万

６，８７１円に対して、医療扶助が１２億

６，５５６万５，５９４円となっており、

全体の４６％を占め、市にとって大きな負

担となっております。この医療扶助につき

ましては、過去から比べても増加傾向にあ

ります。 

 このような背景の中でレセプト点検事

業につきましては、従前より専門業者によ

り委託して診療報酬明細書の審査、点検を

しておりましたが、近年の医療扶助の増加

に伴い、レセプト点検のチェック体制の強

化を図る目的で、平成２９年度よりレセプ

ト事務員を１名配置するものでございま

す。 

 なお、厚生労働省は全国的な近年の医療

扶助の増加を勘案して、生活保護の補助事

業の中でレセプト点検事業の強化につき

ましては、優先的に採択していくとのこと

でございます。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 
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○谷内田市民活動支援課長 それでは、予

算概要２６ページ、市民活動支援事業に関

するご質問にお答えいたします。 

 まず、市民公益活動推進委員会委員の構

成メンバーですけれども、委員は６名で、

その内訳といたしましては、学識経験者が

１名、それから市民活動に識見を有する者

が２名、企業活動関係者が１名、最後２名

が公募市民となっております。 

 今回、補正予算においてこの委員報酬１

１万７，０００円の減額となっております

けれども、平成２８年度、当初予算におい

ては、７回の委員会の開催を予定いたして

おりました。報酬につきましては日額６，

９００円で、委員６名、それから７回の予

定ということで、２９万円を計上させてい

ただいておりましたが、今後の見込みを含

めまして、平成２８年度は５回の委員会の

開催ということと、あとこの委員のうち１

名、報酬を辞退されております。その関係

で６，９００円掛ける５名掛ける５回分と

いう形で１７万３，０００円となりまして、

１１万７，０００円の減額を計上させてい

ただいたところです。 

 それから、続きまして、市民公益活動補

助金、当初予算１５０万円の内容でござい

ますけれども、これにつきましては、この

補助金、三つのコースがございまして、一

つは立ち上げ支援の初期事業コースでご

ざいます。それと、もう一つは、新たな取

り組みをされる場合の発展事業コース、そ

れと人材育成に関する支援ということで、

研修費補助の人材育成支援事業コース、こ

の三つございますが、初期事業コースを１

０万円掛ける５件、それから発展事業コー

ス３０万円掛ける３件、最後に人材育成支

援事業コース１万円掛ける１０人分とい

う見込みをいたしておりまして、合計１５

０万円という当初予算の計上をいたして

おります。 

 これに対しまして、平成２８年度、今回

の補正予算において５３万円の減額とな

っておりますが、平成２８年度、既に交付

決定させていただいておりまして、最終事

業報告書をいただいて精算をするんです

けれども、この中で内訳といたしまして、

初期事業コースが１件、１０万円の補助決

定を出しております。それから、発展事業

コースでは３件、６４万６，０００円の補

助決定をいたしております。人材育成支援

事業コースで２件、２万円の補助決定をい

たしております。これを合計いたしますと

７６万６，０００円ということになるんで

すけれども、当初予算の１５０万円のうち、

平成２８年度につきましては市制施行５

０周年の企画事業の補助金も同時に実施

させていただきましたが、こちらのお申し

込みがかなりございまして、市民公益活動

補助金から１１万９，０００円を５０周年

の企画事業の補助金に流用させていただ

いております。 

 あと、人材育成支援事業コースにつきま

しては、申請が通年という形になっており

ますので、それも見込みまして、今回、５

３万円の減額としたところでございます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木環境部参事 それでは、環境センタ

ーにかかわりますご質問にお答えします。

概要７２ページのごみ処理施設維持管理

事業としてお答えをさせていただきます。 

 まず、ごみの収集方法の変更につきまし

ては、炉の安定燃焼、連続運転の実行とい

うことが炉の延命化につながることから、

また市民の要望であります包装容器等の

保管場所の軽減を考慮しまして実施して
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いる事業でありまして、広域化の流れの中

での取り組みとは直接リンクはしており

ません。 

 次に、広域化の進め方についてご答弁申

し上げます。本市におきまして、摂津市民

が出す一般廃棄物につきましては、本市で

適正に処理する必要がございます。 

 そうした中、私どもの環境センターの施

設が平成４０年度で耐用年数を迎える状

況になっております。まず、平成４０年度

まで炉を維持するに当たりましては、整備

計画等を立て、概算で見ますと約４０億円

近くのお金が維持管理費としてかかって

きます。 

 さらに、平成４０年度で、耐用年数を迎

えますが、新たな対応によりまして炉が延

命化できないかというところにつきまし

ては、専門のコンサルタントへ、平成２８

年度に環境センター精密機能検査業務委

託をしまして、調べていただきました。 

 そうしますと、平成５０年度までの１０

年間、延命することは可能とし、経費とし

ましては、概算ですけども、８６億円ぐら

いの経費が必要という試算が出てきてお

ります。 

 こうした状況の中、摂津市のバックボー

ンとしましては、一定、本市の施設でも焼

却継続は可能ではありますが、地域との関

係と、またそれに費やす費用等を考え、ま

た人口減少する中、スケールメリットを活

用して、できるだけ負担が少なく、安定し

てごみが焼ける行政を私どもとしては推

進していかなければならないと考えてお

ります。 

 現在、茨木市と協議会を設けて進めてお

りますが、また、今後、いろんな課題が出

てくるかと思いますけども、そのときにお

きましてもいろんな観点から将来のこと

を踏まえまして、慎重に進めていきたいと

考えている状況でございます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、市民

農園に係りますご質問にお答えします。概

要７６ページでございます。 

 体験型の市民農園は気軽に農業に親し

んでいただける事業として非常に効果的

なものであると考えております。 

 現在、畑の野菜づくりとして、１件だけ

体験型の市民農園を設けておりますけれ

ども、年間１８回コースでさせていただい

た結果、先日ですけれども、本年度の全日

程を終了いたしまして、子どもから大人ま

で、そして年配の方のご夫婦等々、大変好

評いただきました。 

 新たに体験農園を増設するとなります

と、指導者の確保、そして農地の提供等々

が必要になってくるわけでございます。 

 水稲については、過日の決算委員会で、

もし水稲の体験農園が可能であれば、農業

のすそ野を広げていくことに寄与できる

であろうということを申し上げました。 

 現在の状況ということでございますが、

近日中に指導者となるＮＰＯ法人、それか

ら農地の所有者と協議を行う予定をして

おります。 

 ただ、開設に当たりましては、もろもろ

の条件の整理でございますとか、貸借の許

可事務、それから指導に係る委託料の予算

化などの事務も必要となってきますこと

から、もし協議が整った暁には、平成３０

年の予算化を目指していきたいとは考え

ております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、予算書
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４５ページ、歳入の地方消費者行政活性化

交付金の件についてご答弁申し上げます。 

 今年度、５７万円ということで、かなり

前年より低いということですけれども、地

方消費者行政活性化交付金につきまして

は、消費生活相談の機能の強化、相談員の

養成、レベルアップ、消費者教育、啓発等

の取り組みに対しまして、年度年度で、国

の予算の範囲内で、大阪府を通じて交付さ

れるものでございます。例年はほぼ要求額

に近い額が交付されていました。 

 平成２９年度におきましても、事前の交

付金の調査におきまして、対象となる事業

の必要額を提示しておりましたけれども、

平成２９年度につきましては新規事業に

係る申請については最終年度となります

ことから、全国的にかなり申請が多くなっ

たもので、当初の要求額よりかなり減額さ

れてしまったということでございます。 

 これからまた年度が明けまして本申請

ということになりますけれども、内示の段

階で５７万円に減額されてしまったとい

うことでございます。 

○上村高義委員長 暫時休憩します。 

（午後２時５７分 休憩） 

（午後３時２８分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 まず、歳入のテニスコ

ート使用料なんですけれども、決算を踏ま

えて今回予算を組まれたと。なので、平成

２８年度と比べると、平成２９年度は少し

増額になっているんだというお話であっ

たと思います。 

 細かい話になってしまうんですけれど

も、要は決算で増額になったというのは、

恐らくテニスコートを使用されている人

数が当初の見込みより多かったというこ

となのかと思っているんですけれど、そこ

で特徴的なものがあるのかどうかね。調べ

ておられるのかどうかわからないですけ

れども、例えば年齢的なものであるとか、

お聞かせいただきたいなと思います。 

 というのは、茨木市の市役所のすぐ近く

にテニスコートがございますよね。あそこ

を見ておりますと、子どもがよくテニスを

している教室をやっていると思うんです

けれど、以前からたくさんいるような気が

するんです。それは、例えば錦織選手がテ

ニスで世界的に活躍されていたりとかし

て、テニスをやりたいな、頑張りたいなと

いう子どもがふえていたりするのかなと

思ったりもするんです。 

 昨年オリンピックがあって、水泳で日本

の選手団は本当に活躍をされまして、そう

いったことを踏まえてスイミングスクー

ルの入会がたくさんふえたというような

こともありましたし、やはりそういうこと

もあるのかなと思うんです。 

 そのときに、当然大人の方にしてみると、

スポーツに親しむということは日々の生

活の中で張り合いが生まれるというよう

なこともありますし、子どもにとっても、

何か自分が没頭できるものが見つけられ

るということもあるのかなと。そこに、ス

ポーツであり文化のよさといったものが

あるのかなと私も考えておりまして、そこ

は担当課としてもそのようにお考えなの

かなと思っておりますけれども。 

 本当に子どもが、例えばこういう競技を

やりたいとか、あるいは文化でもこういっ

たものに親しみたいといったときに、そう

いったものがしっかりと用意されている

ような環境がどこまで整備されているの

かということは大事な視点だと考えてお

りますので、もし、細かい話になりますの
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で、おわかりのところがあれば、テニスの

ことについてお聞かせいただきたいなと

思います。 

 それと、落雷の予防ということでお話を

させていただきました。本会議のときには

鳥飼のスポーツ広場で、要は避雷針がなか

ったんです。ということもございまして、

提案させていただきまして、対応していた

だいたということがございました。 

 そのときに、いろいろと調べていただい

たときに、柳田テニスコートにもなかった

という状況があったと思います。ただ、柳

田テニスコートに関しましては、周辺の状

況の中で一定安全は保たれているという

ようなお話であったと思うんですけれど

も、しかし、よりやはり安全の確保という

話が僕はあると思うんですけれども、安全

面を確保されていたとしても、やはり利用

される方に安心していただくということ

も大事なことなんだろうと思うんです。 

 そのときに、しっかりと行政としてそう

いうことにも目を配って対応ができてい

るんだということをメッセージとして出

すということは、私は安全をしっかりと担

保するということとあわせて大事なんだ

と思っています。 

 なので、今すぐにどうこうという話では

ありませんけれども、ぜひそういった視点

で、たくさん屋外の施設を管理されておら

れるわけですので、そういった視点を持ち

合わせながら今後、管理運営に当たってい

ただきたいなということ、これは要望とし

て申し上げたいと思います。 

 ２点目の地方消費者行政活性化交付金

のことでございます。予算として減額され

た理由についてはわかりました。 

 お聞きしたいのは、どういった内容のこ

とをするのかということについてお聞か

せいただきたいと思います。これ答弁をよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、歳出の自治連合会の研修会

のことでございまして、４月２９日の総会

を踏まえて決定をしていくんだというこ

とでございました。これは理解をいたしま

したし、防災マップのことについてはこれ

からもしっかりと紹介といいますか、して

いきたいんだというお話もいただきまし

たし、加入率の比較的よい事例も皆で共有

できるようにということで取り組んでい

ただくということでございます。 

 これは、やはり実際に成功しているとい

いますか、モデルとなる地区があるという

のは非常に大きなことだろうと思ってお

りますので、これからそういった事例を踏

まえてある自治会が取り組まれて、さらに

結果を出したとなっていくと、それをみん

なが共有をして、それで自治会長も役員も

やはりかわっていかれるわけです。そうい

ったことがしっかりとそれぞれの地区の

中で、自治会の中で蓄積がされていくよう

に、しっかりとまた担当課としてご努力を

していただきたいと、要望として申し上げ

たいと思います。 

 市民活動支援事業のことでございます。

構成メンバーについて、それから議案第９

号の減額のことにつきましては理解をさ

せていただきました。 

 それと、市民公益活動補助金のことにつ

いても、減額の理由についてはわかったん

ですけれども、大切なのは、要は初期の段

階での支援について当初見込んでおられ

たものがあるわけですよね。それにプラス、

今度、今ある公益活動についてさらに発展

をしていただこうということで、担当課と

していろいろと準備をされてこられたわ

けです。しかし、結果として見た場合には、
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そこに届かなかったということがあるわ

けですよね。 

 それを踏まえた中で、平成２９年度はど

ういった取り組みをしていくのかという

ことが大切なんだろうと思っております

し、やはりこれから摂津市の中で協働とい

ったものがまちづくりの柱になるわけで

すから。そうなってくると、やはり市民の

公益活動が今まで以上に盛んに行われて

くるという姿は目指すべきものなんだろ

うと思います。 

 そのときに、やはり当初の見込みに届い

ていないという事実があるわけですから、

やはりそこでしっかりと、今後の戦略的な

ところも含めて持ってないかんと思うん

です。ぜひそこをお聞きしたいなと思って

おりますので、再度そこについてよろしく

お願いをしたいと思います。 

 それから、ふれあいマラソンの件でござ

いまして、決算のときにもおっしゃってお

られましたけれども、確かに子どもにも参

加費をいただくようになって、まだそんな

に時間がたっているわけでもありません

し、ころころとやり方が変わっていくとい

うことは好ましくないということにつき

ましては私も理解をしております。 

 また、平成２９年度につきましては、ま

だこれから正式に実行委員会の中で協議

をされていくんだろうと思っております

けれども、ただそのときに申し上げました

けど、やはりこの事業が始まったその趣旨

といったものをよく考えていただくと、確

かにいろいろな高額なものもご用意をさ

れておられるのかもしれませんけれど、し

かし子どもについてはやはり無料で、より

多くの子どもたちが参加をしてくれると

いう姿を見せるべきなんだろうなと思っ

ておりますので、これは今後実行委員会と

もいろいろとまた協議を重ねていただき

ながら、よりよい形を担当課としても模索

をしていただきたいなということを要望

として申し上げたいと思います。 

 総合体育館のことなんですけれども、ス

ケジュールを後ろに延ばすということが

大切ではなくて、これ森西委員もおっしゃ

っておられたんですけれど、実際に屋外ス

ポーツをされておられる方がおられるわ

けですから、そういった方からしてもやは

り体育館ができてよかったと思っていた

だけるだけのご努力はせなあかんと思っ

ています。 

 アンケートをとられましたよね。あれを

見ていて私が感じているのは、いざという

ときの避難場所としてあそこが機能する

んだというお話もあったと思います。ただ、

そこはあくまで副次的なものなわけです。

やはり総合体育館というのは、その中でい

ろいろとスポーツに親しんでいただくと

いうのが一番の目的でありますから、避難

所というのは副次的なもので、それがどう

してもやっぱり優先順位が高くなってく

るというのは、私は本来の姿から離れてい

るのかなと思っております。 

 そういう面で見ると、あの場所に総合体

育館ができるということについての市民

的な要望といったものは果たしてどうな

のかなということについては、そこもよく

よく考えていかなあかんと思っておりま

すので、時間的に延ばすということではな

くて、本当にどういったものが必要なのか

ということについて、どういったものがそ

の反面、犠牲とは言いませんけれども、変

化していくのかということについてもよ

くよく思いをはせながらよりよいものを

つくっていただきたいということを、そう

いった中でタイムスケジュールについて
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も構築をしていただきたいということを、

要望としてこれも申し上げたいと思いま

す。 

 続きまして、コミュニティソーシャルワ

ーク事業なんですけれども、これ以外にも

いろいろな方がおられて、そういった方と

も連携しながら対応していくので、今の段

階では以南、以北お一人ずつで対応できて

いるんだというお話であったと思います。 

 確かにおっしゃるとおりだなと思って

おりますけれども、今後のこともぜひ見て

いただきながら、果たしてどういった形が

いいのかということについてはしっかり

とご検討いただきたいなと。 

 もし、やはりソーシャルワーカーの増員

ということが大切なんだということにな

った場合には、しっかりとご検討いただき

たいと思っております。 

 それから、その地域ケア会議以外にも、

例えば民生児童委員の皆様が会議にも出

席されておられるでありますとか、あるい

はいきいきサロンにも参加されていると

いうようなお話でございましたし、本当に

活発に活動していただいているんだなと

思っております。 

 やっぱりそういった方がおられるとい

ったことが、これも先ほどの話になります

けれど、安心を与えることになるんだろう

と思っておりますので、ぜひまたよりよい

ものをつくっていただきたいということ

で、要望として申し上げたいと思います。 

 それから、地域福祉活動支援センターの

ことについてもご答弁をいただきました。 

 いろいろな取り組みをしていただいて

いるんですけれども、一つ、成年後見制度

のことなんですけれども、以前、これも本

会議で申し上げたことがあるんですけれ

ど、やっぱり市長申立てといったものをも

っともっとふやしていくといったことが

大切なんじゃないかなと思っております。 

 そのことについて、もし担当課として何

かお考えのことがあるのであれば、お聞か

せいただきたいなと。現状も含めて、お聞

かせいただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 せっつ高齢者かがやきプランのことに

つきましては、介護予防といったことを主

に視点として持ち合わせながら地域の受

け皿づくりをしていくんだということで

ございました。これは、介護保険とも関係

してくることで、平成２９年度、つどい場

を拡充したりとか、あるいは認知症の予防

ということについても体操をつくられて

広めていくという方向をお持ちなので、そ

こはまた介護のときに少しお聞かせいた

だきたいなと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 続きまして、障害者雇用助成事業でござ

います。対象者が余り多くないということ

がありますので、定期的に確認をされてい

ないということがあるのかなと思ってい

ます。ただ、引き続き雇用されている状況

を把握はされておられるみたいなんです

けれども、やっぱりこの数がもっとふえて

いくように、しっかりと行政としてもどう

取り組んでいくのかということは大切な

ことなんだろうと思っておりますので、ぜ

ひそこについてはしっかりと取り組んで

いただきたいなと、要望として申し上げた

いと思います。 

 それから、レセプトの点検なんですけれ

ども、新たに事務員の方お一人を配置され

るということですよね。この生活保護のこ

とについては、いろいろな不正ということ

もニュースなんかで目にするわけなんで

すけれども、これからそういったことを踏
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まえた中でしっかりと取り組んでいただ

きたいなと。これも要望として申し上げた

いと思います。 

 それから、まずポリオの予防接種のこと

なんですけれども、私もこのことについて

はそんな詳しくはないんですけれども、Ｗ

ＨＯが２０１４年に、ポリオについては国

際的な拡大があるんだと。協調して国際的

な対応が必須なんだということを声明と

して発表されておられますし、昨年の１１

月には、やはり国際的に懸念される公衆衛

生上の緊急事態ということで、ジカウイル

スについては終息をしたと。しかし、ポリ

オについては継続されているんだという

ことをおっしゃっておられるんですよね。 

 見ておりますと、日本ではないんですけ

れども、海外でポリオが発生している事例

があるようでございます。その状況の中で、

ＷＨＯがこういったアラートを出されて

いるんだろうと思っておるんですけれど

も、やはりそういった状況の中でこれから

のことについて考えていかなあかんのか

なと思います。 

 ただ、当然１００％安全なものでないと

いうこともよくわかっています。副反応と

いったものが考えられるわけですので、そ

ういったことも考えながらこれから進ん

でいかれるんだろうと思っております。 

 ぜひ、そういったことも踏まえて、これ

からよりよい方法を探っていただきたい

なと思っておりますし、お聞きすると、１

回当たり数千円するようです。私自身とし

ては、一定、もし５回目の接種を希望され

る方については、そこの一部でも助成をし

ていくような形で、あるいは、こういう状

況にあるんですよということを、別に怖が

らせるという意味ではなくて、事実として

お伝えをしていくということも大切なこ

とではないかなと思っておりますので、こ

れも引き続き要望として申し上げておき

たいと思います。 

 それから、３歳６か月児健診における視

覚の検査のことでございます。これは、幾

度となくこの委員会の中でも取り上げさ

せていただいたんですけれども、４歳の時

点で電話で確認をされておられるという

ことなんですけれども、その段階でやはり

受診をされておられないケースがやっぱ

り実際にあるわけですよね。 

 なぜされないんだろうということなん

です。それが、もし、経済的な負担という

ことであるんであれば、そこについては基

本的には助成をしていくと。それで何もな

かったらいいわけですけれど、もし何かの

異常が発見をされて、それでしっかりと対

応して完治に向かっていくということで

あれば、これは大変すばらしいことになる

んだろうなと思っておりますので、ぜひそ

こについても今後どういった予算の編成

がより適切なのかということについて、担

当課としてもご検討いただきたいと思い

ます。総務にも要望すべきことがあれば、

しっかりと要望していただきたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 ごみの収集の件で、広域化の取り組みの

ことでございます。私が何を言いたいかと

いうと、今の場所に実際できたのにも経緯

があるわけですよ。いよいよそれが平成４

０年で耐用年数を迎え、平成５０年までは

延命化も可能というお話ですけれども、し

かしその一方で広域化といったことも実

際に検討されておられるわけで、地元の方

からするとそれが前提というか、既定路線

ということで進んでいくんじゃないかと

いうことで、やはり一方で懸念されている
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わけです。そういった状況にありながら、

これは交渉事ですからどうなるかわから

ないわけです。そのときに、その交渉がも

し摂津市の思うように進まなかった場合

に、大変大きな事態を招かないとも限らな

いと思っておりますので、このことについ

て私は本当に慎重に取り組んでいくべき

ことだと思っておりますし、何も茨木市と

摂津市と２市でやっていくということだ

けにこだわることなく、もっといろんな視

点を持ちながら取り組んでいくことが大

切なのかなと思います。 

 人口減少を迎えられるというお話もさ

れましたし、となるとごみが減っていくと

いうことになると、これは２市ではなくて、

ひょっとしたらもっと広い連携も可能性

としてあると思っておりますので、ぜひそ

ういったこともあわせて取り組んでいた

だきたいと、要望として申し上げたいと思

います。 

 市民農園のことでございまして、体験型

の市民農園で水稲の取り組みができない

かということで、実際に指導に当たれるＮ

ＰＯの団体と、それから農地の所有者と協

議をしていただいているということでご

ざいまして、それが整えば平成３０年度か

らできるかなという話です。大変すばらし

いと思っておりますので、ぜひそういった

こともしっかりと取り組んでいただきた

いと、要望として申し上げたいと思います。 

 最後に、環境美化事業ですけれども、多

くの市民の方に登録をしていただきたい

と、いつでもどこでも活躍をしていただけ

るように取り組んでいくということでご

ざいまして、私は、そのために何をするの

かを聞きたいわけです。 

 具体的にお聞きしますけれど、そうした

らどういった活動を想定されておられる

のか、それに対して行政としてどういった

支援ができるのか、そういったことを具体

的にお持ちなのか。そこら辺についてお聞

きをしたいと思います。 

 それから、美化モデル地区なんですけれ

ども、目につくところとおっしゃっておら

れますけれども、そのモデル地区で一体何

をするのかということをお聞きしたいわ

けです。その点についてお聞かせいただき

たいと思います。 

 以上で、２回目お願いいたします。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、地方消

費者行政活性化交付金で何を行っていく

のかということでございますけれども、今

回この交付金を活用いたしまして、新たな

事業としまして迷惑電話防止機器を購入

して、希望者に無償で貸与しようと考えて

おります。 

 昨今、電話によります特殊詐欺事件がふ

えておりまして、摂津市内でもそういった

電話がかかってくるとよくお聞きします。

その特殊詐欺の防止に効果があると言わ

れております周辺機器といたしまして、電

話回線につなげることによりまして、その

会話の内容を録音するという機器でござ

います。 

 今回、検討しております機種につきまし

ては、取りつけが簡単で、アナログ回線で

も最低限、この電話は録音しますよという

メッセージが発せられるというものを考

えております。 

 よからぬことを考えている人間につき

ましてはやはり録音するというメッセー

ジが流れれば大抵電話を切られるので、防

止には効果があるものと考えております。 

○上村高義委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、嶋野
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委員の２回目の質問にお答えいたします。 

 テニスコートの使用料が増えた部分に

ついて、利用者の方はどういった方が増え

たのかということでございますけれども、

団体の年齢層でありますとか、どういった

ことで増えておられるのかを詳しく把握

していないというのが現状でございます

けれども、子どもたちのテニス熱といいま

すか、スポーツ振興の立場から、子どもに

もテニスに親しんでいただきたいという

ことは考えておりまして、市でも体育協会

のテニス連盟に、子どもへのテニス教室を

開催していただきたいというようなお話

をさせていただいておりますし、また地域

総合型クラブでも子どもを対象にしたテ

ニス教室というのを開催していただいて

いるという状況は把握しておりまして、子

どもに対するスポーツ振興としておりま

す。大人の方は、ご自身で大体、経験者の

方が行っていただけますけども、やっぱり

子どもの場合は一度初めから体験してい

ただかないとなかなか難しいというとこ

ろはあると思っておりますので、やはりそ

ういう形でスポーツ人口を増やすことも

していかないといけないと、そういう取り

組みもやっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、市

民公益活動補助金についてのご質問に対

するお答えをいたします。 

 平成２８年度当初予算１５０万円に対

して、決算の見込み７６万６，０００円ほ

どというところについて、それについてど

う考え、今後どう取り組んでいくかという

ご質問ですけれども、平成２８年度の見込

み額は一応７６万６，０００円にはなって

おりますが、先ほども申し上げましたよう

に、平成２８年度につきましては５０周年

の企画事業の補助金も同時にございまし

て、こちらに申請された団体がそのうち３

団体、６０万円ほどあったかと確認してお

ります。 

 それを踏まえますと、トータルとしては

１３０万円ほどはこの市民団体の支援の

ための補助とも捉えられるかなと考えて

いるところですが、確かに予算にも到達し

ないのは事実でございますし、この補助金

については３年間の年限が区切られてい

るということもございますので、今後とも

各団体、それから今までやりとりがなかっ

た団体にも十分に周知していって協働の

担い手の支援に取り組んでいきたいと思

っております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、成年後見

市長申立てについてお答えさせていただ

きます。 

 平成２７年度の状況ということになっ

てきますと、成年後見に関しましては１件

でございます。私は、平成２８年度、成年

後見市長申立てに関しましては、まず地域

包括支援センター等と市長申立ての該当

かどうかというのを検討し、月１回は必ず

検討会議等がありますので、そこで協議さ

せていただきます。そこで市長申立ての必

要性があるという判断をさせていただき

ますと、地域包括支援センターも含め部長

等も入らせていただく関係機関の会議で

成年後見の申立てが必要という審議をさ

せていただいて、それから市長申立ての事

務を行わせていただくという経過になっ

ております。 

 本来は４親等ですが、主に２親等以内の

方の紹介をさせていただいて、その紹介が
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一定難しいということになった段階で、事

務として裁判所に申し立てていくという

ような経過がございまして、決定までの時

間というものが一定かかってくるという

ような状況です。 

 その支援の内容によっては、後見人の方

がつきにくいような内容とかもございま

すので、非常に申立てに関しての決定まで

時間がかかるという現状はございますが、

比較的、今年度に関して言いますと、申立

ては積極的な活用をさせていただいてお

りまして、地域包括支援センター等の会議

にも私自身、入らせていただいて、支援に

対しての検討等にも参加させていただい

て申立てを積極的に活用していくことで、

市長申立てにならない場合は、場合によっ

ては地域包括支援センター等が家族等を

支援して申し立てる場合もございますが、

そこら辺も含めて積極的に、より今後の地

域づくりに役立てていけたらと思ってお

ります。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 美化ボランティア

登録制度及び美化モデル地区の指定の件

につきましてご答弁させていただきます。 

 まず、ボランティア登録制度に登録され

た方への支援ですけれども、我々といたし

ましては意匠統一したジャンパーのよう

なもの、もしくはステッカーのようなもの

を考えておりまして、登録していただいた

方にお渡しし、身につけていただいて活動

していただけたらと思っております。 

 特に、狂犬病予防注射会場で、まずその

ＰＲ活動を始めたいと思っており、犬を飼

っておられる方ですので、当然、犬の散歩

等々に犬を連れていかれるとは思うんで

すけども、そういうときに羽織っていただ

く、もしくは身につけていただくというこ

とで、その散歩の途中に美化活動をしてい

ただく。まさに、いつでもどこでも気楽に

できるようなボランティア活動ではない

かと思っております。こういう活動で、そ

ういったものをお渡しすることで支援し

ていけたらなと考えております。 

 また、そういったものを着ていただいて、

モデル地区を指定したところで活動をし

ていただければ、多くの人の目につくこと

になるかと思いますので、それがモデル地

区以外の地域に広がっていくことで、市民

の皆さんのまちをみずから美しくしたい

という意識の醸成が図れるものではない

かと考えております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 テニスコート使用料

のことで、増額になったその詳しい詳細は

つかめていないけれども、子ども向けにし

っかりとスポーツ振興をできるようにい

ろんな団体にも働きかけていくんだとい

うお話でございましたので、どういった種

目であっても親しめるような環境は大変

難しいのかもしれませんけれども、ぜひ担

当課としてご努力をして取り組んでいた

だきたいなと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 それから、地方消費者行政活性化交付金

のことでございまして、内容についてはわ

かりました。ただ、これは交付金といって

も平成２９年度で終わるんですよね。続く

んですか。先ほどおっしゃったように振り

込め詐欺であるとか、これからいろいろな

事案が考えられるわけでございますので

その都度本当に必要な対策をしっかりと

っていただいて、市民の財産を守るという

視点で何ができるのかということをよく

考えて、交付金が出るから行うということ
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じゃなくて、行う中で、交付金がもらえた

りとか、そういったものがあればしっかり

と申請をしていくという姿勢で取り組ん

でいただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 市民公益活動補助金のことでございま

して、確かに５０周年に絡んで３団体が５

０万円の予算の執行があったということ

でございますけれども、そうしたら、課長

として、今現在の摂津市における市民公益

活動の姿といったものが、果たして望まし

いものなのか。 

 当初、総合計画をつくったわけですよね。

第４次総合計画をつくって、そこに協働と

いったものを柱として据えたわけです。そ

うなったときに、当然この市民公益活動と

いったものについては例えばどんな支援

をしていって、いつまでも支援するんじゃ

なくて、団体が自主的に活動していくとい

うところまでコーディネートしていく役

割があるんだろうと思っておりますので、

今の姿がどうなのか、これからどうしてい

くべきなのか、どこが問題なのかというこ

とをしっかりとつかんでいただきながら

取り組んでいただきたい。期待しておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 市長申立て、それから地域包括支援セン

ターが家族を少しお手伝いするというケ

ースもあるということでございまして、積

極的に活用していくということでござい

ますので、これもやはり市民の財産を守る

という観点からすると、私は大切な制度だ

と思っておりますので、ぜひ積極的に働き

かけていただきたいなと、これも要望とし

て申し上げたいと思います。 

 最後に、環境美化事業なんですけれども、

そろいのジャンパーを支給したりステッ

カーを支給していくというようなことで

すよね。 

 例えば、犬を連れて散歩をされるわけで

すから、当然ごみ袋を持っていったりする

わけです。そうしたら、そのジャンパーと

ステッカーだけじゃなくて、そういった方

に例えばごみを拾って入れるためのビニ

ールを支給したりとか、お手伝いしていた

だける方がボランティアとして登録でき

るとか、そういったことも大切なことだろ

うと思っておりますし、あるいは美化モデ

ル地区のことですけれども、例えば日を定

めて、ボランティアに登録されておられる

方は、この日はそろってこの地区に来てく

れというようなことをやっていくと、やは

り私はＰＲという点でもより効果的なも

のになるんじゃないかなと思っています

ので、そういったことをぜひ工夫しながら

取り組んでいただきたいなと思っており

ます。 

 これも、私は大切な取り組みになってい

くと思いますので、ぜひその点をよろしく

お願い申し上げまして、終わらせていただ

きます。 

○上村高義委員長 嶋野委員の質問が終

わりました。 

 次、藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、何点か質問さ

せていただきたいと思います。 

 まず最初に、先ほど議論にはなっていま

すが、市民公益活動補助金についてでござ

います。これは、協働の担い手をつくると

いうことで、手引書やいろんなものを最初

に検討して、それから具体的に育成をする

ということでやってこられて、まだ３年間

の途中ということになるんだろうと思い

ますけども、実態としてミッションに対し

てどれぐらいの手応えがあったのか。実際、

どれぐらい市民が育ってきておられるの
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かということを総括していただきたいと

思うんです。 

 それで、ある関係者から聞いたことによ

りますと、今立ち上げ支援、それから発展

事業支援、そして研修補助費という形で三

つのメニューをつくっておられますけど

も、それで、さあやろうと立ち上がってき

て、ある程度形もできてきた、組織もでき

てきたということで、その次の段階になる

と、次のメニューが用意されていない。ど

うやって協働していったらいいのか、何の

仕事を一緒に協働できるのかという部分

が次のステップとして要るのではないか

という声を随分聞きました。 

 だから、これはその担当課だけではなく、

やっぱり摂津市全体として、例えばこうい

う協働の担い手を探しているから、育成さ

れたところから一緒に、次はこのステップ

でやりませんかというメニューをつくっ

ていくことが非常に重要じゃないかと。で

ないと、せっかく出た芽が、このままでい

くと枯れてしまうとおっしゃっていまし

たけども、そういうことも含めて、実際ど

う担当課として感じられているかお願い

したいと思います。 

 それから、２点目に青少年運動広場改修

工事基本計画委託料と実施設計委託料で

すが、これも先日の代表質問でも議論にな

りましたので、要望だけしておきたいと思

いますが。 

 管理棟の部分を改修していただくとい

うことで、プラスして答弁の中では照明ラ

イトをＬＥＤにかえることも検討してい

きますということでしたので、これはぜひ

よろしくお願いしたいと思います。 

 さらに、現在、地域の自治会では、ここ

の管理棟のところは夜警のときに事務所

で使われているんですが、いろいろ今まで

の使い方で、ファールボールが飛んでくる

ことがありました。ご存じないかもわかり

ませんが、いろいろ対策をしてもらって、

試合のときにファールボールがダーッと

住宅へ飛んでくるというような意見があ

ったり、木の葉が生えかわりのとき、溝の

とこにバーッとびっちりと出てくるので、

近隣の人が掃除をせなあかんようなこと

になっているとか苦情がありました。それ

から駐車場を改修されるということです

けども、親戚が来たときとか、そんなとき

にあいていたらとめさせてほしいという

ような声も挙がっていました。こういう、

近隣と仲よくしていくためにも、ぜひとも

そういう声もしっかり自治会とも連携を

して、のめるものはしっかりのんでいくと

いうことで柔軟な設計をしていただきた

いということで要望しておきますね。 

 それから、せっつ桜苑老人福祉センター

委託料です。予算書では１０７ページにな

りますが、せっつ桜苑に老人福祉センター

として委託をしていますね。３，２１４万

１，０００円です。老人福祉センターを利

用するためにはパスをつくっていただく

ということになっていると思いますが、現

在利用されている数、パスの数でわかると

思うんですが、どれぐらいの方が利用され

ているのか答弁お願いします。 

 それから、ピロリ菌検査委託料について

です。これも、代表質問では議論になりま

した。予算書１２５ページでございますが、

２５９万４，０００円です。これも何回も

質問させていただいて、ようやく今回実施

していただくということで、まず感謝を申

し上げたいと思います。 

 問題は、これからどうやって周知をして

いくかということが非常に難しい。なかな

か周知が上手とは言えないので、当初の目
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的を達成するためには、このことをしっか

り、まず高齢者にはわかりやすく丁寧にこ

の周知をしていかなあかんし、また２０代

から始めるということで、若年層に力を入

れていきたいということでしたけども、４

０歳までという方は、特定健診対象者では

ありません。だから、こういう方たちにも

しっかりＰＲする必要があると思います

が、健診してもらうために、どんなふうに

ＰＲしていこうと考えておられるのか、ご

答弁お願いしたいと思います。 

 それから、妊娠出産包括支援事業です。

予算概要書で６２ページになります。この

妊娠出産包括支援事業３６６万７，０００

円、これ人件費が主だと思いますが、サー

ビスコーナーがなくなるということから

母子保健手帳の交付が、市役所１本で保健

師が対応していただくということになり

ます。 

 これは、ぜひ丁寧にと要望していました

けども、それによって特定妊婦なんかをあ

る程度把握できるということになります。

そうすると、その妊婦に対してどんな取り

組みや対応をしていくかということが必

要になるということで、代表質問でも産後

ケア事業とか産前・産後サポート事業など

の検討が必要になってきますということ

をおっしゃっていますけども、国の方針で

は、何回か変わりながら、産後ケア事業は

おくれてもいいから、まず子育て世代包括

支援センターという、これは相談事業を中

心としたものになりますけども、今は、例

えば民間委託によるアウトリーチ型、そう

いう派遣をやっているシステムがあり、Ｎ

ＰＯ団体があるんですけど、そういうとこ

ろと提携をするなど、そういうことも視野

に入れて、まずこの子育て世代包括支援セ

ンターを実施していきましょうというこ

とになっています。 

 今回気になるのは、家庭児童相談室との

連携です。この家庭児童相談室も相談業務

の中では非常に重要な位置づけになると

ということでしたが、この連携についてど

のように考えているかお聞かせください。

北摂各市で同じような状態ですから、もう

センターを立ち上げようとしているよう

な状況とかもつかんでおられれば、答弁い

ただきたいと思います。 

 それから、健康せっつ２１推進事業につ

いてでございます。この摂津市保健福祉総

合ビジョン２０１６、これは一番最新の計

画ということで、去年の３月にできました。

これは非常に画期的といいますか、評価を

高くしているわけで、これからこれが健康

せっつ２１に取ってかわっていくという

意味合いで私は思っていますので、平成３

０年度までの計画ということで、これに基

づきながら、その執行をどうしていくのか

ということを議論させていただきたいと

思います。 

 まず最初に、先ほど来、議論されていま

すせっつ高齢者かがやきプランの分、それ

から摂津市障害福祉計画です。これも、ち

ょうど２０１８年、計画が改定になるとい

うことですけどね。私が説明を聞いたとき

は、これは計画改定を迎える個別計画につ

いて、本計画に順次統合を予定していると

いうことを書いてあるんですけど、その辺

どういう関係性になっていくのかをまず

最初に教えていただきたいと思います。 

 それから、この中のまちごと元気！推進

プランというのがありますが、この中で４

つの重点プロジェクトがもう既に平成２

８年度を初年度としてスタートしておら

れると思います。 

 これは、またちゃんと検証する会議を開
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かれて、報告をするということになってい

ますので、それはそれでしっかりとまた進

めていただくということにしていただき

たいと思いますが、主立ったものの進捗と、

それから代表質問ではどう平成２９年は

展開されますかということは聞きました

けども、概略だったので、もう少し突っ込

んだ話ができたらお願いしたいと思いま

す。 

 この中には、先ほど言いました健幸ノー

トのことも書いてありますね。それから、

まちごとフィットネス！ヘルシータウン

せっつも出てきます。これは全部、健康づ

くりの強化事業となっていますので、まず

１点目の健康マイスター化計画で、３年間

で８５０万回、市民の１００倍の情報を提

供しますということになっていますが、そ

の中では、具体的には市のホームページを

使って情報提供を強化していくというこ

とです。例えば、ウオーキングコースを季

節の風景や名称を織りまぜながら紹介す

ることで、ホームページを充実させるとか、

あと健都ポータルサイトを活用して、吹田

市と共同運営するこのポータルサイトと

リンクして、摂津市の取り組みや地域の自

主的な健康活動を全世界に発信するとす

ばらしい表現がされていますが、この辺も

どうだったのか、総括をお願いしたいと思

います。 

 それから、２点目、ムーンウォークプロ

ジェクト、今も実施されていまして、２月

で半分弱ですか、みんなで歩いています。

なかなか知らない人が多い。周知がなかな

か行き届いているとは言いがたいところ

がありますが、その辺の周知の方法なんか

も総括していただきたいと思います。 

 それから、まちごと元気！ヘルシーポイ

ント事業の推進というのが載ってきてい

ます。これは、この健幸ノート、いよいよ

３年目を迎えるということになりますけ

どね。実は、総括は代表質問でされていま

すので、今度新規としてどんなことを考え

られているのか、代表質問よりもう少し踏

み込んだ形で答弁できたらお願いしたい

と思います。 

 それから、余り知られていない関西大学

とコラボ、スマートヘルシ倶楽部の活用と

いうのをやっていらっしゃるんですよね。

公募もされたということですけども、この

辺も総括をしていただきたい。来年どうす

るのかということです。 

 それから、３点目がライフスタイル“Ｃ

ＨＡＮＧＥ”キャンペーンということで、

これは食の問題の取り組みになりますけ

ども、この辺も実際にどのような対策をさ

れてきたか、具体的にお願いしたいと思い

ます。 

 ４点目は、たばこ対策推進プロジェクト

です。これは、条例ができて、いよいよ禁

煙区域が７月ごろに設定されますという

ことは明確にされていますけども、受動喫

煙率を下げていくというような取り組み

もされるということですし、また今度２０

２０年のオリンピックではたばこのない

オリンピックにしようということで、国で

も受動喫煙禁止法案が検討されています

けど、それもちらっとそのことに触れて、

代表質問でもおっしゃっていましたけど

も、じゃあ摂津市はどないしていこうかと

いう目標が要るん違うかと思うんですけ

ど、とりあえずこの７月は一部区域を指定

しますということになるでしょうけども、

来年の取り組みもそうやし、２０２０年に

向けても何か考えがあればお願いしたい

と思います。 

 次に、ロコモティブシンドローム予防体
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操をつくっていくということでございま

す。これも作成の方法をどうするのか。前

の体操三部作のときは健康づくりリーダ

ーを中心につくっていただき、またビデオ

もつくっていただいて、ビデオを見たら、

なぜか嶋野委員の奥さんが躍っていると

いう、そういうことなんで、健康づくりリ

ーダーの奥さん、頑張ってはるんですよ。 

 このようなつくり方もやっていただい

たんですけど、今回の体操はどんなふうに

つくっていかれるのか、それからこの体操

三部作との関係性、どんなことになるのか

ということも、あわせてお願いします。 

 それから、次に地域包括ケアシステムの

構築ということで、いよいよつどい場の実

施ということになります。先行して１か所、

実施をされていて、今回、平成２９年度か

ら全部で５か所で実施をされるというこ

とになりますが、これまでいろいろ申し込

み等のやりとりがあったと思うんですけ

ども、その辺の選定に至るまでの中身の実

態と、今度、だから受けていただけるとこ

ろはどんな形で受けられるのかというこ

とを教えてほしいんです。 

 一つは、今度、地域福祉について考えよ

うと、この摂津小学校区の婦人会の方が受

けるということを私は本人からお聞きし

ましたが、それ以外にもどんな組織で受け

られることになるのか、教えていただきた

いと思います。 

 それから、もう一方で介護についての動

きについてはさまざまな議論をされてき

ていますけども、医療の関係が余り議論さ

れていないので、医療体制はこの地域包括

ケアシステムの構築に向けてどんな動き

になってきているのかということを教え

ていただきたいと思います。 

 次に、食品ロス削減の取り組みです。こ

れも代表質問でさせていただきましたけ

れども、少しいろいろ膨らませておきたい

と思うんですけども。 

 オール摂津で取り組んでいこうという

ことでいろいろ、国は随分その推進を進め

ていっているということですけども、どん

なイメージを持たれているかということ

なんです。 

 家庭だけということになると、自治会を

通じてという話になるでしょうし、いやい

や、もっと事業所もやってもらうんやとい

うことであれば、事業所にもお願いをする

ということになるでしょうし、お店でそれ

ぞれお願いをすれば、例えば小サイズがな

いとこなんかあります。ほんなら、もう折

りに入れて持って帰るようなシステムが

あるとか、そういう事業所でも取り組める

ようなとこもありますし、また各団体だっ

たら団体で３０１０運動といいまして、懇

親会とかをやったときには、最初の３０分

間はしっかりと料理を食べてから次に回

るというルールをしているとこもありま

す。 

 いろんな形で取り組めるので、これは一

回どこら辺まで考えられているかを聞い

ておきたいのと、それから以前の一般質問

の中ではフードバンクに関連して僕は質

問させていただきました。最終的には、フ

ードバンクを市で立ち上げて、そしていろ

んな団体と連携をして、市を挙げてフード

ロスゼロを目指して取り組んでいただき

たいということは最終的には目指してい

ただきたいと思うんですけど、そういう部

分も視野に入れて取り組みを始めていた

だきたいと思うんですけど、その辺につい

てのお考えも教えていただきたいと思い

ます。 

 それから、文化振興事業です。これ決算
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のときもお聞きをいたしましたけども、摂

津市文化振興計画、今度第２期文化振興計

画をつくるということで、これは２年間か

けて実はつくってあるんですよね。各団体

にヒアリングをして、非常にいいものなん

ですけども、進行管理が余りできていなか

ったということでございました。 

 本来は、年次ごとに計画を進行管理する

ということになっています。それから、そ

の結果を公表する。また、庁内でその評価

を実施して、見直しや改善をしていくとい

うことと、それから公募による市民団体の

代表、学識経験者から成る文化振興市民会

議を組織して定期的に会議を開いていく

ということになっていました。 

 せっかく一生懸命いいものができたの

に、その進行管理ができていないと、どこ

までできたかどうかがわからないという

のは非常に残念だと思うんです。その辺も

含め、あと１年、どのようにされながらこ

の新しい計画をつくっていくことになる

のかと、新しい計画はどんなつくり方を考

えられているのかということとあわせて

答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、先ほどふるさと納税の話が出

ましたけども、総合体育館建設事業です。

これは、計画については先ほど、屋外スポ

ーツとの関係がまだはっきりできていな

いというような話もありましたけども、資

金の関係です。最近できた吹田市のガンバ

スタジアムも、これは募金をしてできまし

た。マクドナルドハウスも、募金をしよう

ということで、摂津市に大きな募金箱を持

ってきていますね。それが、今の大きな流

れです。 

 摂津市も、少なからず摂津市出身でスポ

ーツ界で活躍されている方もおられると

思いますし、そういう意味でクラウドファ

ンディングという取り組みが最近はやっ

ているというか、取り組んでいる自治体が

多くなっています。これは、呼びかけて、

その意思に賛同してもらって募金をして

もらうというやり方です。これは、企業か

らでもできます。個人からでもできます。

その見返りがあるもなしに関わらずでき

ます。自治体に寄附しますから控除はある

ということで、そういう手法を考えていけ

ばどうかと思いますが、一度そのことにつ

いてお考えを言っていただきたいと思い

ます。 

 それから、最後になります。コミュニテ

ィソーシャルワーカ―の話です。先ほども

議論をされていましたが、私も、本当にそ

の２人しかいらっしゃらないということ

については非常に疑問に思っているんで

すけども。 

 昔を振り返りますと、地域包括支援セン

ターというのを中学校区に１か所ぐらい

つくっていこうという流れがありました

ね。それで、各市がそれを設けていく中で、

本市は市域が小さいということで、市役所

に安威川以南と以北の役割を持たせて２

つでいこうという話になって、結局それを

社会福祉協議会に委託して、今は社会福祉

協議会の中に地域包括支援センターがあ

りますが、コミュニティソーシャルワーカ

ーはいなくて、摂津市の市役所にいらっし

ゃるんですよね。本来なら、５中学校ある

ので、５人ぐらいのコミュニティソーシャ

ルワーカーがおってもおかしくないと思

うんですけども、最終的にそう集約をされ

ました。 

 豊中の社会福祉協議会が非常に有名に

なりました。これは、テレビのドラマのモ

デルになった人がコミュニティソーシャ

ルワーカーで社会福祉協議会にいらっし
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ゃるんです。そんなのがあって非常に活性

化をしているんですけども、本市の社会福

祉協議会には、コミュニティソーシャルワ

ーカーはいらっしゃいません。 

 社会福祉法人の中にもコミュニティソ

ーシャルワーカーはいらっしゃいます。例

えば、社会福祉法人の社会貢献のためコミ

ュニティソーシャルワーカーが来て、いろ

いろお世話してくれはりますけど、でも摂

津市の社会福祉協議会にはコミュニティ

ソーシャルワーカーいらっしゃいません。 

 この間、たまたま私も通りかかったとき

に、気になる人を見受けました。ひとり暮

らしで高齢者の男性です。地域でも余りつ

ながっていらっしゃらないような方で、た

またま玄関の入り口を入ろうとしたとき

に脳梗塞のような、なかなか中に入れない。

家の中はごみ屋敷になっていまして、私が

お願いしてコミュニティソーシャルワー

カーに早速行っていただいたら脳梗塞に

なってはったということで、救急車で運ん

でいただくことになったんです。 

 そのときにもおっしゃっていましたけ

ど、自立支援員とか、コミュニティソーシ

ャルワーカー以外の役割では厚かましく、

おせっかいな対応はできないんです。やっ

ぱりコミュニティソーシャルワーカーと

いう肩書がないとそこまで踏み込んでい

くことはできませんとおっしゃってた。や

っぱりコミュニティソーシャルワーカー

は必要やと思いました。 

 そういうことで、ぜひともこれは補強し

ていただきたいと思うんです。できれば社

会福祉協議会の中にもしっかりとコミュ

ニティソーシャルワーカーを置いていた

だいて、地域包括支援センターと一体とな

ってしっかりと見守りができる体制をつ

くっていただきたい。これは要望としてお

きます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 それでは答弁求めま

す。 

 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、市

民公益活動補助金、それから市民公益活動

団体の支援について、これまでの総括と今

後についてということですけれども、平成

２５年度から市民公益活動補助金制度と

して開始いたしまして、活動団体への財政

面の支援としては一定の成果が上がって

きてるのかなと思っているところです。 

 しかしながら、補助金がなくなれば活動

が休止してしまうような状況になりまし

たら、それこそ元も子もないことでござい

ますので、財政面の支援だけではやはり不

十分であるとも認識しております。 

 この補助金につきましては、書面審査、

公開プレゼンテーション通じて交付決定

しておりますけれども、その審査基準の中

にも、自立性、それから継続性の項目とい

った審査項目がございます。この項目に関

しましては審査過程で委員からも大分厳

しい意見をいただくこともございます。そ

ういった厳しい意見を団体にお伝えする

とともに、活動運営に関して市民活動支援

課としても助言しているところでござい

ます。 

 そういった補助金の交付事務を通じて

各団体と関係性を構築してまいりました

が、団体の中には市の関係課から自分たち

の活動領域に関して、関係課に関する事業

を受託して活動を継続的に行っておられ

る団体もございます。 

 ただ、そういった事例を今後ふやしてい

くことが必要だとは思うんですけれども、

今までは個別に団体と調整をしたり、関係
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課と調整をしたりという対応をしてまい

りました。しかし、そういった調整につい

ては限界があるとも認識しておりますの

で、まちづくりの課題に対して団体と行政

が協働する仕組み、そういったものが今後

必要になってくるのかなとも考えており

ます。 

 ほかの市町村でもいろいろとそういっ

た仕組みを構築して運営されておられる

ところもございますので、そういった他市

の事例も参考にしながら、団体と市がまち

づくりの課題に関して協働していける仕

組みづくりを検討していきたいと考えて

いるところです。 

 以上です。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、藤浦委員

の高齢介護課にかかります質問に関して

ご答弁させていただきます。 

 せっつ桜苑老人福祉センターの利用の

状況について、使用許可証を発行しており

ますが、これは２年間有効ということで、

平成２８年度に関しましては２月末まで

の状況ですけれども、３９４枚の発行の状

況でございます。 

 次に、地域包括ケアシステムの構築に向

けての中で、つどい場の運営団体に関して

ですが、運営団体に関しては老人福祉セン

ターにいきいきカレッジ等の利用者等も

おられるということもございまして、老人

福祉センターですので社会福祉法人成光

苑と社会福祉法人摂津宥和会につどい場

をやっていただくと。また、今まで試行的

にモデルをしていただいていた、つどい場

「輪」という運営団体、、この１２月につ

どい場の事業の運営を募集させていただ

きまして、選考をさせていただきました中

で、ＮＰＯのまるごとプロジェクトという

運営団体と、ゆびまるこパステルという運

営団体に申し込みをいただきまして、実際

にどちらかと言えば子どもの支援を中心

にされておる団体で、一定実績もございま

すが、そちらの団体がつどい場の運営を申

し込んでいただいたということで、この５

団体でまずは５か所、４月から実施してい

くという予定をしております。 

 ご質問の校区福祉のサロン等に関しま

しては、実際このつどい場の平成２９年度

の状況を見ながら、平成３０年度以降に進

めていけたらとお話しをさせていただい

てまして、その平成３０年度に向けての内

容等も、校区によってご相談を受けておる

状況でございます。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 保健福祉課にかか

わりますご質問について、お答えさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、摂津市保健福祉総合ビジョン２０

１６に記載がございます総合化に向けた

スケジュール想定についてご答弁させて

いただきます。 

 この総合化に向けたスケジュールにつ

きましては、目的としまして、ここにあり

ます全ての計画は保健福祉部の所管でご

ざいます。保健福祉部の所管の計画に横串

を差していく、連携をしていくというため

には、計画を一定スキームをそろえて総合

化していく必要があるのではないかとい

うことで、平成２８年３月にこの計画を策

定したときに、ここに記載させていただい

た事項でございます。 

 ご指摘のとおり、来年度、せっつ高齢者

かがやきプラン並びに摂津市障害福祉計

画が改定になり、それに向けて保健福祉部

で調整を進めておりました。ただ、先般、

もうご承知かもしれませんけども、社会福
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祉法の改正、見直しがありまして、福祉の

計画をまとめていくときには、地域福祉計

画をトップに持ってくるという、このとき

は摂津市保健福祉総合ビジョン２０１６

をトップに考えてたんですけども、国から

地域福祉計画をトップにしてというのが、

今国会に恐らく正式に出るかと思うんで

すけども、動きが出ておりまして、私ども

にその情報が、入ってきたのがつい先般で

した。それに具体的な中身がまだ出てこな

いんですけど、地域福祉計画をトップにと

いうような意向で、今、動きつつあるとい

うところであります。そのような方針が正

式に出れば、このビジョンについても、一

定見直す必要があるのかなと、今、動向を

待ってるところでございます。それに合わ

せて、若干計画の見直しが必要になるのか

なと考えてるおり、ご理解いただきたいと

思っております。 

 次に、先ほどありました地域福祉、創造

する市民のつどいということでチラシを

見せていただいたんですけども、このイベ

ントにつきましては、保健福祉課と社会福

祉協議会が連携しまして、地域福祉を考え

る、小地域ネットワークを考えるというこ

とで、毎年、校区等福祉委員会の方に発表

者になっていただいて、事例を発表してい

ただいたり、講師を招いて地域福祉の啓発

を行ったりというイベントでございます。 

 これから本当に小地域ネットワーク、地

域福祉というのが大事になってまいりま

すので、毎年一回継続してやっております

けれども、今後も引き続きこのようなイベ

ントをして、小地域ネットワーク、校区等

福祉委員会の活動の活性化を図ってまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 私からは、保健福

祉課にかかります項目についてお答えさ

せていただきます。 

 まず、ピロリ菌検査についてです。対象

者を２０歳から６０歳ということで、若年

層に着目した構成として実施をさせてい

ただきます。 

 特定健診の案内にピロリ菌検査を開始

しますと注目していただける案内通知を

特定健診の対象者にお送りをいたします

のと、あと若い方も見ていただけるよう年

間日程表への記載や、がん検診の案内等へ

の記載、また地域福祉通信や市のホームペ

ージ等への掲載による周知を考えており

ます。 

 妊娠出産包括支援事業について、現在の

到達点をどのように考えているかという

ご質問です。母子健康手帳の交付を契機に、

全数面接を行うということはやはり一人

一人お顔を見ながら何か心配なことがあ

ればいつでも相談に乗れるよというメッ

セージを発信することで、安心して妊娠期

から出産期を迎えていただくということ

が一番大事なことなのかなと考えており

ます。 

 そういった面接を通す中で必要な事業

等も見えてくるかと思いますので、そのあ

たりにつきましては同時進行で考えてい

くようなことかと思っています。 

 家庭児童相談室との連携等につきまし

ては、早く支援が要る方を把握し、気にか

けることができますので、そういった意味

においては早期から関係機関と連携をと

りながら、必要な支援にかかれるというこ

とはとてもメリットが大きいと思ってい

ます。 

 また、北摂各市における子育て世代包括

支援センターの状況ですけれども、今私の
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ほうでわかっている範囲で言いますと、高

槻市においては既に看板を挙げられてい

るとお聞きしていますのと、平成２９年度

から吹田市、茨木市でも子育て世代包括支

援センターを実施をされるとのことです。

全数面接につきましては、それ以外の市で

も既に実施をされていると聞いておりま

す。 

 続きまして、４つの重点プロジェクトに

ついてです。 

 重点プロジェクトの１点目は健康マイ

スター化計画です。３年間で延べ８５０万

回の健康情報を発信するという目標を掲

げておりまして、初年度につきましては２

００万回と目標を掲げておりますが、現時

点ではまだ上半期の集計しか手元にござ

いませんが、５４万弱の回数になっており

ますので、ＰＲを発信しないといけないと

ころでございます。 

 ２点目のせっつムーンウォークプロジ

ェクトについてです。市民の皆さんが歩か

れた距離を合わせて、月までの３８万４，

４００キロを目指しましょうというプロ

ジェクトでございます。こちらにつきまし

ては２月末現在で２４万６，５５１キロと

いうことで、月までの６４．１％まで到達

したという状況でございます。これにつき

ましては、助言をいただきましてからです

けれども、コミュニティプラザに集計箱を

置かせていただいたり、別府のコミュニテ

ィセンターにもご協力をいただいたりと

いうことで、また新たな周知に努めている

ところでございます。 

 またこの後、スマートヘルシ倶楽部とい

う関西大学との連携の事業においても、８

０名のご参加をいただいていたかと思い

ますが、その方々の歩数もこれに合わせて、

何とか３８万４，４００キロを達成したい

と考えているところです。 

 今の関西大学のスマートヘルシ倶楽部

の件ですが、こちらにつきましては歩くと

いうことを習慣化していただく事業でご

ざいますが、事業のスキームの中にスマー

トフォンを持っていないといけないとか、

データ送信を週に１回行う仕組みであっ

たもので、高齢者の方がなかなかご参加い

ただけない状況がございましたので、これ

につきましてはまた、歩いた歩数を自分で

表にして見られたり、参加者のうちあなた

は何番目ですよという報告もいただけた

りするので、そういう意味では大変ウォー

キングの動機づけにはいいですが、なかな

か参加しやすさという点では、まだまだ課

題があるかなと考えています。 

 ヘルシーポイント事業についてです。平

成２７年度からの事業ですが、平成２７年

度、参加賞の交換に来ていただいた方が２

７９名でしたが、今年度については２月２

４日時点で５２５名が受け取りに来られ

た方の数となっております。また、最近窓

口によく足を運んでいただいているご様

子ですので、これからまだまだふえていく

のかなと思っています。 

 同じく重点プロジェクトの三点目です。

食を中心とした取り組みでライフスタイ

ル“ＣＨＡＮＧＥ”キャンペーンというこ

とで、食を中心に市民の方に生活習慣の改

善を図っていただくという事業です。これ

につきましては、食育の日が毎月１９日で

す。この日にホームページで食に関する情

報を提供させていただいているのと、１１

月が「いい食育の日」となっておりますが、

この月につきましては教育委員会の食を

担当いただいている部署とも連携をしな

がら、強化月間としての事業に取り組みを

行いました。 
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 地域福祉通信、毎月、保健福祉課から発

信をしておりますが、こちらにも毎月食に

関するニュース、コラムを掲載させていた

だいている状況です。 

 ４点目のたばこ対策の事業につきまし

ては、先ほど委員からご説明をいただいて

いましたように、今年度につきましては健

康づくり推進条例を制定し受動喫煙の防

止としまして、路上喫煙禁止地区を指定し、

その動向を見ながらまたそういった地区

を広く展開していけたらと思っておりま

す。また、建物内ですとか、敷地内ですと

か、そういった禁煙につきましては、２０

２０年に向けて、国もいろいろ検討をされ

ているご様子ですので、それを受けながら

市としても対策を考えてまいりたいと思

っております。 

 ロコモティブシンドローム予防体操に

つきまして、作成の方法と健康体操三部作

との関係ですが、作成は今考えております

のは、やはり健康づくりグループを中心に

したような作成をと思っております。三部

作につきましても、できれば当初の内容に

よってはスタッフがモデルとなっている

ものもありますので、できるだけ市民の方

にご参加いただくようなＤＶＤの作成を

考えております。 

 このロコモティブシンドロームの予防

体操については、リピート山中の「大層が

らずに体操しましょう」という三部作の中

で楽しい音楽とともに体操をしていると

いうものがありますが、それと同様に、「ロ

コモかしこもさびないで」というタイトル

のリピート山中の歌が既にありますので、

その歌に合わせる形での体操の制作とい

うことで考えております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 食品ロスに向け

ての取り組みについて、生活支援課で対応

していますものについてお答えいたしま

す。 

 昨年の藤浦委員の一般質問で、本市では

府下の自治体に先駆けてフードバンク大

阪と協定書を締結して、生活困窮者自立支

援事業の中で、現在、フードバンクの活用

について答弁させてもらいました。そのほ

かにフードバンクの活用の働きかけとい

たしまして、市内の社会福祉法人との個別

支援計画の話し合いの中で、フードバンク

の活動趣旨について社会福祉法人に説明

して、子ども食堂の開設など働きかけてお

りますが、現状としては具体的な話まで至

っていないのが状況でございます。 

○上村高義委員長 野村次長。 

○野村環境部次長 それでは、食品ロス削

減の取り組みについてということで、どの

ようなイメージを持ってるかというよう

なご質問だったかと思います。 

 食品ロスの削減ということにつきまし

ては、さきの代表質問でいただいてました

とおり、食材を買い過ぎないとか、料理を

つくり過ぎないとか、おいしく食べ切ると

か、そういう運動を通してまだまだ食べら

れる食材を捨てることのないようにして

いくという、有効活用していくというのが、

本来の目的かなと思われます。 

 その活動を今されているのが、全国おい

しい食べきり運動ネットワーク協議会と

いうことで、これも代表質問いただいた点

ですけども、福井県庁で事務局を持ってお

られる自治体間のネットワークというこ

とですので、我々もそこの活動を見させて

もらった中で、参加も含めて考えていくと。

ここの団体では、各自治体の取り組み内容

であるとか、その成果等を情報発信されて
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おられて、ほかの自治体で取り組めるよう

なものは取り組んでいったりとかいうこ

とをされていくのかなと思います。 

 食品ロス削減のイメージということな

んですけど、先ほど委員からもありました

とおり、対象によってやはりさまざまなの

かなと。家庭を対象に見た場合には、買い

過ぎないとか、料理をつくり過ぎないとか

という部分であったり、事業所や団体に対

しては料理を残さず食べ切るという意味

では、先ほど質問の中にもございました３

０１０運動の展開であったり、飲食店に関

してはその３０１０運動のＰＲとか、さま

ざまな運動が考えられると思いますので、

そのあたりを先進市の状況等も大いに参

考にさせてもらって取り組んでいけたら

と思います。 

 最後に、フードバンクの件につきまして

は、先ほど生活支援課長からもご答弁がご

ざいましたとおり、食材、食品の受け入れ

から提供するところまで、さまざまな課と

の関係が必要になってくるかと思います

ので、まさしくこの部分につきましてはオ

ール摂津で検討していきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 高齢介護課にかか

りますご答弁について、一点漏れてました

ので追加させていただきます。 

 地域ケアシステムの構築に向けて、医療

との連携に関してでございますが、医療と

介護の関係機関、関係者の連携といたしま

して、摂津市在宅医療推進のための地域に

おける多職種連携研修を年１回させてい

ただいております。三師会等も含めて、介

護の事業所等も参加していただいて、約１

００名程度の研修です。  

 前半は講師等のドクター等に講演して

いただいて、後半はグループワークをして

いただいております。 

○上村高義委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、藤浦

委員の文化スポーツ課にかかります２点

のご質問についてお答えいたします。 

 １点目は、文化振興計画についてでござ

いますが、文化振興計画は、現在、平成２

９年度までを目標年次とした計画となっ

ております。施策の進行管理等につきまし

ては、現在、庁内における各種文化振興に

関する関係課、摂津市の文化振興推進委員

会に調査を行いまして、それぞれの施策の

評価を行いながら、進捗状況の管理を行っ

ている状況でございます。 

 全ての結果の公表というのは実施でき

ておりませんけども、教育委員会でまとめ

ておられた「摂津市の教育に関する事務の

管理及び執行状況の点検及び評価報告書」

において、推進事項の実施、一部実施、遅

延、課題あり、実施困難の件数についての

み報告をさせていただいております。ご指

摘のように、今後公表に向けての仕組みづ

くりについては検討が必要かと考えてお

ります。 

 また、文化振興市民会議につきましては、

この庁内でまとめました進捗状況の結果

をご覧いただきまして、それについての評

価または課題というのをいただいておる

状況でございます。 

 平成２９年度で文化振興計画が最終年

度を迎えますので、平成３０年度以降の第

２期計画策定につきましては、代表質問で

ご質問いただいた折にご答弁申し上げて

おりましたように、第１期の内容、市民と

の協働の文化の振興というのを軸に、第２

期につきましても新しく条例改正で摂津
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市文化振興計画推進審議会設置を上げさ

せていただいておりますけども、そちらの

ほうで計画の策定とともに、平成２８年度

までの施策の検証というのもあわせて行

ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 総合体育館のクラウ

ドファンディング、これどちらかというと

総務にかかわる話なので。 

 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは総合体育館の建

設費用について、募金等々についてのご提

案がございました。それで、ガンバ大阪ス

タジアムなどの具体例を挙げていただき

ました。ガンバ大阪スタジアムでの金額に

ついては忘れましたけれども、多額な募金

が集まったとは聞いております。これは後

援会の方とか、熱心なファン、あるいは協

賛企業等々のご寄附があったんではない

かと思っております。 

 これを市に当てはめますと、非常に難し

い問題が出てまいります。他団体、他市の

災害等についての募金は積極的にはでき

ますが、自前のことについてはややはばか

られるんではないかと思っております。も

ともと市のいろんな教育、災害や、あるい

は福祉、消防等々に関する経費につきまし

ては、市民からいただいておる税金、これ

をもってやはり処理をしていかなければ

ならないのかなと思っております。そうい

う意味では、この建設費用の財源につきま

しては税財源の投入が当然のことと市民

の方は思っておられるんではないかなと

思っております。ただ、自発的にこの財源

の一部としてご寄附をするということで

あれば、それはありがたく受けていきたい

とは思っております。 

○上村高義委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、ほとんど要望

としたいと思いますが、まず、市民公益活

動補助金についてでございますが、先ほど

課長からもおっしゃっていただきました

けど、やはり次のステップに育成していく

ための体制を、これはやはり全庁挙げて育

成していかないといけないという段階に

あると思うので、しっかりと協働の担い手

が本当に育成できるように検討いただき

たいと思います。 

 今現状でいろんな協働をやっていただ

いてるような団体は、どうも高齢化してい

る団体が多いです。継続するのに後継者が

いないと悩んでらっしゃるところも非常

に多いことから、そういう育成というのは

やはり喫緊の課題やと思いますので、しっ

かりと検討をお願いしたいと思います。要

望とします。 

 それからせっつ桜苑老人福祉センター

の利用状況は、３９４人ということでござ

いますが、高齢者ですし、余り遠い範囲か

ら来ることはできないということもある

と思います。ここはお風呂があるので、近

隣の方はお風呂に行かれる方も非常に多

くて助かっていらっしゃるということで

ございます。 

 千里丘の事情ですけども、去年の３月で

寿温泉という銭湯が廃業になりまして、高

齢者の方でお風呂のない方、若干いらっし

ゃるんです。やっぱり遠いんですけども香

露園まで歩いてこられてます。何とかなら

ないかという声もありましたけど、ただそ

れを再開するのは難しいんです。 

 例えばいやし園が配送バスのあいてる

時間帯を使って、無料で配送の計画をやっ

てらっしゃいます。何年か前からやってら

っしゃいますけども。例えばせっつ桜苑老

人福祉センターもそういう配送の合間の
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時間帯を使って、巡回して、せっつ桜苑老

人福祉センターに戻ってくると。千里丘を

回ってもらうとお風呂に行くようなこと

もできるし、買い物とか、医者とかも行く

ことができるんです。こういうのを社会貢

献として成光苑に持ちかけていくことは

できないのでしょうか。例えば人件費の一

部ぐらいやったら支援して、基本は社会貢

献ということでやってもらうことはでき

ないのか。一度考えを述べていただきたい

と思います。 

 それから、ピロリ菌検査のことについて

でございますけども、しっかり周知をして

いただいて、当初の目標が達成できるよう

に、特に初年度はなかなか周知されにくい

ので、積極的な周知をお願いしたいと思い

ます。要望とします。 

 それから、子育て世代包括支援センター

の設置についてでございますけども、これ

も他市がどんどん、吹田市なんかも看板を

掲げていってるということでございます

ので、勇気をもって看板を掲げていただき

たいということをお願いし、要望としたい

と思います。 

 次に健康せっつ２１の取り組みです。こ

の摂津市保健福祉総合ビジョン２０１６、

地域福祉計画を表に出さないといけない

となったということでございますので、こ

の辺はまたしっかり改定をお願いしたい

と思いますが、書いてあることは非常にい

いことが書いてあります。評価をしてるん

ですけども、市民でも知らない人が多いで

す。ムーンウォークプロジェクトも、なか

なかホームページをしょっちゅう見てる

人ばかりじゃありませんし、広報は見ては

ります。広報は見てらっしゃいますけど、

もっと積極的なアピール、ＰＲをしないと

いけないと思うんです。 

 ある自治体なんかは、マスコミの関係者

を招いて、どんなふうにＰＲしたら効果的

かということを検討して、プロモーション

とか、そういうことをやってるところもあ

ります。やはり積極的にいいことはどんど

んやらないと、地道にやったらあかんので

すわ。どんどん騒いでいかないと、効果が

やはり出ませんし、これは市民的にもすご

い元気の出る話ですから、どんどん積極的

に騒いでやっていただきたいと思うんで

す。そこで提案したいのは、今、食育月間

というのがありますけど、まちごと元気！

推進プラン強化月間とかそういう月間を

つくるなりして、大きなイベントとして出

てるのは健康まつりのときにいろんなも

ん出してはりますけど、あれ一日で終わっ

てしまうし、そんなんじゃなくて、月間と

かにして、例えば、ＰＲする場所をコミプ

ラ１階の入り口のところとか、よくいろん

な団体が１週間ぐらいやってます。あそこ

は結構市民も使う人が多いので好評にな

ります。時間があったら見てくれはります。

非常に好評になります。あと、市役所の１

階とかです。そういうところでしっかりと

ＰＲもやっていただいたほうがいい。あと

は垂れ幕をつくって、例えば千里丘駅から

出たところに、オレンジリボンキャンペー

ンで、ばーんと張ったら目立ちますから、

まちごと元気強化月間みたいなんで、ぱっ

と張ってやるとか、せっかくええことやっ

てるんやから旗も立てて、とにかくにぎに

ぎしくやっていただきたいなと思うんで

す。これはぜひそういう発想の転換でやっ

ていただきたい。市民がみんな知っている

よぐらいの、わかってるわいうぐらいにＰ

Ｒをしていただきたいと思うんです。お願

いしておきます。 

 それから、ロコモティブシンドローム予



- 69 - 

 

防体操ですけど、どこもかしこもさびない

でっておもしろいのをまたつくっていた

だきまして、期待したいと思います。しっ

かり広めて、私も広めていきたいと思いま

すから、お願いします。 

 それから、地域包括ケアシステムの構築

についてでございますけども、小地域ネッ

トワークのための会やいうことですけど、

つどい場の受け手がまだ５団体しかない

ということもありますし、これ、広がって

いくかは非常に私も不安がありまして、何

とか成功させてほしいという気持ちが強

いので、受け手が出てくるかなというのは

不安なんですけども、この辺はいろいろ軌

道修正もしながら、何とかうまく地域に広

がるよう考えてください。お願いしたいと

思います。 

 それから食品ロスの問題ですけども、こ

れもさっきと同じように、にぎにぎしく、

担当者がわくわくしてやることが大事で

す。だから旗とかのぼりとかいっぱいつく

って、そしたら発想力が出てくるから。ど

うやって広げようかというね。そういうわ

くわくした気持ちでぜひ取り組んでいた

だきたいということを要望しておきます。 

 それから、文化振興事業の文化振興計画

ですけど、生涯学習と分かれたりいろいろ

担当課の変遷があって、また持ってはるん

がたくさんあって忙しかったと思うんで

す。だからなかなか気が回らへんかったん

があるんかもわかりませんけども、今度や

るときはやはりそういう意味でしっかり

と、進行管理もやって、忘れててもちゃん

とそういうのが機能するような組織もぜ

ひともつくって、進行管理を進めるようお

願いをしておきたいと思います。これも要

望といたします。 

 それから、最後のクラウドファンディン

グです。新しい考え方として、賛同しても

らう人に出してもらうということですの

で、それも一つのアイテムとして、今、摂

津市出身やけどこういうことやったら賛

同しようやないかという人も、私はいらっ

しゃると思うんですよ。本田圭佑とかね、

そういうスポーツ関係を含めて、そういう

ことも視野に入れて、今後考えていただき

たいということで、これは要望としておき

たいと思います。１個だけ聞きましたね。 

○上村高義委員長 答弁求めます。 

 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、せっつ桜

苑老人福祉センターを運営する成光苑に、

あいている時間帯にバスを出せる状況が

あるのかということに関しましては、実際、

今お聞きしておりますと、不定期で対象者

ではない方ですね、介護保険等の対象者で

ない方に関して、なかなか実際いつ使うか

ということもわからない中で出すという

のは、現実的には厳しいのではないかと思

っております。社会貢献等でいやし園がさ

れておるという状況はあるんですけれど

も、社会福祉法人の貢献という形でもちろ

ん法人としての貢献のいろいろな形は出

てくるかとは思いますが、ただ、今千里丘

の方面に出すということに関して、老人福

祉センターとしてできるのかということ

に関しますと、現実的には非常に難しいの

ではないのかなと思っております。ただ、

それを通う方法でないのかということに

関して、また老人福祉センター等とも相談

しながら考えていけたらと思っておりま

す。 

○上村高義委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 千里丘だけに限らず、例

えばコースをあらかじめ決めておいて、何

曜日と何曜日、何時から何時の時間帯でず
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っと回るということで僕はイメージをし

てたんですけどね。この巡回バスの問題は、

今までずっと議論をしてきてまして、今回

も施設巡回バスの増便という議論をさせ

てもらいましたけども、ずっと昔からある

課題なんです。それが安威川以北は巡回バ

スを回してもらって、何回もルートを変え

てもらったりとかして、解決につながるの

ではないかということがあって、たまたま

また安威川以南でやったはることもある

ので、そういうことをやってもらえたらあ

りがたいという思いでございますので、何

もお風呂に行く人だけをということでは

なくて、安威川以北でコースを決めてでき

ればいいなということを質問させていた

だきましたので、ご理解いただきたいと思

います。これは要望としておきますので、

以上で終わります。 

○上村高義委員長 藤浦委員の質問は終

わりました。 

 暫時休憩します。 

（午後５時１０分 休憩） 

（午後５時１１分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 本日の委員会はこの程度にとどめ、散会

します。 

（午後５時１２分 散会） 
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